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「万世園ショートステイ」重要事項説明書 
 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

  （山形県指定第０６７０４００２８２号） 

 

事業所はご利用者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。施設の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

事業所のご利用は原則として要介護認定をされた方が対象となりますが、介護認定をま

だ受けていない方でも利用は可能です。 

   目次  

   １．施設経営法人 

   ２．ご利用施設 

    ３．施設の概要 

    ４．職員の配置状況 

    ５．事業所が提供するサービスと利用料金 

    ６．施設の利用を終了していただく場合 

    ７．施設ご利用にあたっての留意事項 

    ８．虐待防止の推進について 

    ９．身体拘束等の適正化 

   １０．衛生管理等 

   １１．業務継続計画について 

   １２．個人情報の保護 

   １３. 事故発生の防止及び発生時の対応 

   １４．苦情の受付について 
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１．施設経営法人 

（１）法 人 名    社会福祉法人 米沢栄光の里 

（２）法人所在地    米沢市万世町梓山５４９４－１ 

（３）電話番 号    ０２３８－２９－０３１０ 

（４）代表者氏名    理事長 菅野 智幸 

（５）設立年月日    昭和４４年９月２０日 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定短期入所生活介護 

平成１２年４月１日指定 山形県 0670400282 号 

（２）事業の目的    介護保険法令に従い､要介護状態にある高齢者に対し適切な支援・ 

介護福祉サービスを提供する事を目的にする。 

（３）施設の名称    万世園ショートステイ 

            ※当事業所は特別養護老人ホーム万世園に併設されています 

（４）施設の所在地   山形県米沢市万世町牛森４１７２番５ 

（５）電話番 号    ０２３８－２８－１４５５ 

（６）施設長氏名    園 長  情 野 由 美 

（７）運営方針 

   ①事業所は個別援助計画に基づき利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に 

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の介護及び機能訓練を 

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能維持並びに利用者の家族の 

身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

②事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する 

ように努める。 

③事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、 

 市町村、居宅支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス 

 事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。）、他の介護保険施設、その他の保健医療サー 

 ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努め 

るものとする。 

  （８）開設年月日  平成１２年４月１日 

  （９）利 用 定 員  短期入所生活介護 ２０名   

３．施設の概要    

（１）居室 

 〈居室の変更〉 

 ① 利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により事業所で 

可否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。 

    ② 著しい精神状態等により、他の同室者の心身状態に重大な影響を及ぼす恐れがあると 

して、事業所が必要であると判断した場合。 

    ③ 事業所がご利用者への適切なサービス提供を行うために必要と判断した場合。 

    上記に該当する場合は、利用者、家族又は代理人との協議の上実施するものといたします。 

（２）設備 食堂 機能訓練室 静養室 相談室 医務室 多目的ホール 

    浴槽（一般浴槽、車椅子浴槽、特殊浴槽があります） 

  （３）併設事業 

    ・入所生活介護  

    ・通所介護 

    ・訪問介護 

    ・居宅介護支援事業 

    ・福祉サービス事業 

 

１人部屋 11 室 ２人部屋 43 室 ４人部屋  2 室 
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４．職員の配置状況 

   指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として以下の職種と時間帯で職員を配置し 

ています。 

職 種 常勤 
非常

勤 
勤務時間帯及び職務 

管 理 者 １名兼務  8:45～17:30   総括責任者 

生 活 相 談 員 １名以上 
 8:45～17:30   日常生活の相談に応じ適

宜生活支援を行う。 

介 護 支 援 専 門 員 １名以上  利用者の施設サービス計画を作成する。 

介 護 員 
35 名 以

上 
３名 

日常生活上の介護並びに健康保持のため

の相談・助言等を行う。 

早番勤務  6:30～15:15 

7:30～16:15 

普通勤務    8:30～17:15 

遅番勤務   10:15～19:00 

      10:30～19:15 

      13:00～21:45 

夜間勤務   21:40～翌朝 6:40(2 名) 

      21:40～翌朝 7:40(2 名） 

設 備 点 検 士 １名兼務 
 設備の保全・管理及び利用者の介護を行

う。 

看 護 職 員 ３名以上 ２名 

健康管理や療養上の世話を行う。 

早番勤務    7:30～16:15 

普通勤務    9:00～17:45 

遅番勤務    9:45～18:30 

 

夜間については交代で自宅待機を行い緊

急時に備える。 

機 能 訓 練 指 導 員 １名  心身の状況に応じた機能訓練を行う。 

 医師  (内  科) 

   （歯 科） 

 

 

 

２名 

１名 

週２回（月曜日・金曜日）  14:00～16:00 

週１回（水曜日） 13:00～14:00 

管 理 栄 養 士 １名以上 
 管理栄養士が利用者の健康保持・増進を

はかるための栄養管理を行う。 

調 理 員 ７名兼務 

 

１名 

 

早番勤務  5：30～14：15 

普通勤務  8：45～17：30 

遅番勤務  10：45～19：30 

事 務 員 2名兼務  8:45～17:30 庶務全般 

 

５．事業所が提供するサービスと利用料金 

  事業所が提供するサービスについては、次の２つの場合があります。 

  （１）利用料金が介護保険から給付される場合 

  （２）利用料金の全額をご利用者、家族又は代理人に負担していただく場合 

 

（１）介護保険の給付対象となるサービス（契約書第４条参照） 

① 食事 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と、利用者の身体状況、嗜好に配慮したバ

ラエティに富んだ食事を提供します。又、自立支援のため離床して食堂にて食事し
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ていただくことを原則としています。 

      （食事時間） 朝 食  ７:５０ ～  ８：３０ 

             昼 食 １１:４５ ～ １２：３０ 

             夕 食 １７:４０ ～ １８：２０   

② 入浴 

入浴前に看護職員により健康チェックを行い、利用中に最低１回は入浴介助を行い 

ます。 

利用者の状況により、普通浴槽、車椅子浴槽、特殊浴槽を利用できます。 

③ 排泄 

   利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても真心の

こもった援助を行います。 

   ④ 健康管理 

看護職、介護職の連携を密にして利用者の健康管理に努めます。 

   ⑤ 離床 

       生活のリズムを考慮し、又、寝たきり防止のため、出来るだけ離床に配慮します。 

   ⑥ 相談及び援助 

       利用者、家族又は代理人からのいかなる相談についても、誠意をもって応じ、可能

な限り必要な援助を行うよう努めます。 

   ⑦ 送迎 

       利用時、自宅と施設間の送迎 

   ⑧ その他 

利用中、希望があれば特別養護老人ホームの行事に参加できます。 

 例）観桜会、盆踊り大会、餅つき等 

 

   〈サービス利用料金（介護負担割合証に準じます。１割～３割）〉 

     下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用自己負担額と居室・

食事 

に係る自己負担額の合計金額をお支払いください。 

 （併設型多床室） 

    

    

 

 

 

 

 

 

ご利用者の 

要介護度 

単位 

 

１日当たりの負担金 

１割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の

方 

 要支援１ 451単位/日 451円  902円 1,353円 

 要支援２    561単位/日 561円 1,122円 1,683円 

     要介護１ 603単位/日 603円 1,206円 1,809円 

   要介護２ 672単位/日 672円 1,344円 2,016円 

   要介護３ 745単位/日 745円 1,490円 2,235円 

   要介護４ 815単位/日 815円 1,630円 2,445円 

   要介護５ 884単位/日 884円 1,768円 2,652円 

 

   ・ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の金額をいったんお 

    支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い 

戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要 

となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

   ・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者、家族又は 
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代理人の負担額を変更します。 

・上記基本施設サービス費の他に、下記加算が発生した場合は自己負担額に追加されます。 

  

加算名 

 

単位数 

 

利用料金 

(×１０.00円) 

自己負担額 

１割 ２割 ３割 

サービス提供体制強化加算 18単位/日  180円  18円  36円  54円 

夜勤職員配置加算
 

13単位/日  130円  13円  26円  39円 

送迎加算 184単位 1,840円  184円 368円 552円 

短期入所療養食加算
 

23単位/日  230円  23円  46円  69円 

若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 1,200円 120円  240円 360円 

緊急短期入所受け入れ加算 90単位/日  900円  90円 180円 270円 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 14.0％％ 

   

「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」 

⇒介護サービスに従事する介護職員等の賃金改善に充てる事が目的。 

R6.5までの「介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）・介護職

員等ベースアップ等支援加算」が一本化となります。 

 

 

     サービス提供体制強化加算 

      介護福祉士の資格等経験豊富な職員を一定の割合配置 

夜勤職員配置加算  (※要支援(介護予防)の方は加算対象ではありません) 

夜勤を行う職員配置基準を超えて職員配置 

療養食加算                  

利用者の病状等に応じて、適切な栄養量及び内容の療養食の提供が行われた場合 

     若年性認知症利用者受入加算 

      65 歳未満で「若年性認知症」により要介護認定を受けサービスを利用した場合 

     緊急短期入所受け入れ加算 

      緊急性のある方を受け入れた場合 

       介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算 

介護サービスに従事する介護職員等の賃金改善に充てる事が目的 

     介護職員等ベースアップ等支援加算 

      介護サービスに従事する職員等の賃金完全に充てる事が目的 

 

 

   <居住費（滞在費）・食費の負担軽減（負担限度額認定）〉 

      世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けられ

ておられる方の場合は、市町村へ申請することにより、「介護保険負担限度額認定証」

が交付され、居住費（滞在費）・食費の負担が軽減される場合があります。 

      なお、居住費と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認

定証に記載している負担限度額とします。 
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対象者 

 

区分 

利用者 

負担 

居住費  

  食 費 

 

多床室 従来型 

個室 

生活保護受給の方 

１段階
 

０円
 

380円  0円
 

世帯全員が 市町村民税非課税の 

老年福祉年金受給の方 

市町村民税非課税、且つ、 

本人年金収入等80万円以下

の方 

２段階
 

430円
 

480円 600円
 

非課税、且つ、本人年金収

入等が80万円超120万円以

下の方 

 

３段階 

①  

430円
 

880円 1,000円
 

非課税、且つ、本人年金収

入等が120万円超の方 

 

３段階 

②  

430円 880円 1,300円 

世帯に課税の方がいるか、 

本人が市町村民税課税の方
 ４段階

 
915円

 
1,231円 1,445円

 

   ・ 朝食 ３０５円  昼食 ６２０円  夕食 ５２０円 

   ※長期入所の空床利用で多床室、個室を使用した場合でも上記金額となります。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条関係） 

     以下のサービスは、ご利用料金の金額が利用者の負担となります。 

①  特別な食事 利用者の希望に基づいて特別な食事を提供する場合。 

   ② おやつ代 おやつを召し上がる場合 １００円／日 

   ③ 理容費 理美容師の出張によるサービスをご利用いただけます。 

・ご利用料金 １,８００円 

   ④ 日常生活上必要となる諸費用実費 

      日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者、家族又は代理人に 

負担いただく事が適当であるものに係る費用の実費をご負担いただきます。但し、お 

むつ代は介護保険給付対象となっています。 

   ⑤ 電気料金 ２０円／日 

   ⑥ レクリエーション活動 

      ご利用者の希望によりレクリエーション等に参加していただくことが出来ます。 

     ・利用料金 材料代等の実費をご負担いただきます。 

   ⑦ 利用者の移送に係る費用及び距離 

      自宅以外への送迎をご希望される場合は移送の料金をいただきます。 

     ・利用料金 片道 １,８４０円 

 

（３）利用料のお支払い方法 （契約書第１０条参照） 

    前記（１）、（２）の料金・費用は１か月毎に計算し、 毎月１５日までに前月分を請求いた 

しますので、２７日までにお支払いください。１か月に満たない期間のご利用料金は利用 

日数に基づいて計算した金額とします。 

     お支払い方法は、≪口座振り込み≫≪口座振替≫≪現金支払い≫の中からご契約の際に選 

べます。 
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６．利用を終了していただく場合 

   事業所との契約では、契約が終了する期日は特に定めていませんが、以下のような事由があ 

った場合には、事業所との契約は終了し、利用を中止していただくことになります。 

 ①要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

 ②法人が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した

場合 

 ③事業所の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能にな

った場合 

 ④事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 ⑤利用者から契約終了の申し出があった場合 

 ⑥事業所から契約終了の申し出を行った場合 

 

（１） 家族又は代理人からの契約解除 （契約書第 21 条参照） 

     家族又は代理人は、事業所もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行っ 

  た場合には本契約を解除することができます。 

 

 ①事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定短期入所生

活介護サービスを実施しない場合 

 ②事業所もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

 ③事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信

用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が

認められる場合 

 ④他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐 

れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業所からの契約解除（契約書第 22 条参照） 

   以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 

 

①利用者、家族又は代理人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につ

いて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせた場合 

 ②利用者、家族又は代理人によるサービス利用料金の支払いが3ケ月以上遅延し､２ 

週間程度の催告
さいこく

にもかかわらずこれが支払われない場合 

 ③利用者、家族又は代理人が、故意又は重大な過失により利用者又はサービス従事 

者もしくは、他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は下記禁止行為 

を繰り返すなど著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合 

※サービス利用にあたっての禁止行為 

１．事業所の職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

２．パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ケアハラスメント、カスタマー 

  ハラスメントなどの行為 
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３．サービス利用中にご契約者本人以外の写真や動画の撮影、また録音などをインター

ネットなどに掲載すること 

     

（３）契約終了に伴う援助 

    事業所は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し必要な援助を行うよう努め 

    ます。 

 

７．施設利用に当たっての留意事項 

（１）面   会  朝８時４５分から夜７時まではいつでもお越し下さい。 

         但し、感染症等の状況によっては時間帯の変更や面会中止もあり得ます。 

（２）飲酒・喫煙  禁止しておりませんが、場所、時間を限定させていただいております。ま

た、ご利用者の健康状態及び他のご利用者に迷惑をおよぼすような場合は

制限させていただくこともあります。 

（３）設備・器具の利用   

施設内の居室や設備、器具は用法に従ってご利用下さい。これに反したご  

 利用により破損等が生じた場合、賠償していただく場合がございます。 

（４）所持金の持ち込み  

身の回り品についてはなるべく制限しない方針ですが、金銭及び貴重品は

その都度ご相談ください。 

（５）宗教活動・政治活動 事業所内での他の利用者に対する宗教活動や政治活動はご遠慮願い 

ます。 

（６）ペット    ペットはご遠慮いただきます。 

 

８．虐待防止の推進について 

   事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲 

げるとおり必要な措置を講じます 

（１）虐待防止のための指針を整備しています。 

（２）虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の定期的な開催します。 

（３）従業者に対し虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。 

 

９．身体拘束について 

   身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 （１）身体拘束の適正化のための指針を整備しています。 

（２）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 

除き、身体的拘束等は行いません。 

（３）緊急やむを得えず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者 

の心身の状況及び緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（４）身体拘束の適正化を図るための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも 

に、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

 （５）身体拘束等の適正化を図るために、研修を定期的に実施します。 

 

１０．衛生管理等 

   事業所において感染症の発生、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じます。 

 （１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

 （２）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する 

とともに、その結果について従業者に周知徹底します。 

 （３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実 
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施します。 

 

１１．業務継続計画について 

 （１）感染症や非常災害の発生した場合でも、利用者に対する介護サービスが継続的に 

提供できるよう業務継続に向けた計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な 

措置を講じます。 

 （２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 

定期的に実施します。 

 （３）業務継続計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い 

ます。 

 

１２．個人情報の保護 

   事業所及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者、家族又は代理人等に関する事項

を正当な理由なく漏洩しません。 

   ただし、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する情報を提 

供します。 

 

１３. 事故発生の防止及び発生時の対応 

   事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

  （１）事業所における事故発生の防止のための指針を整備しています。 

  （２）事故発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、 

その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備しています。 

  （３）事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修会を定期的に実施します。 

  （４）事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、県、市 

町村、入所者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  （５）事故の状況及び事故の際して採った処置について記録します。 

  （６）事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠 

償を速やかに行います。 

 

１４．苦情の受付について 

   利用者等及びその他からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担 

当者の配置、事実関係調査の実施、改善措置、利用者等に対する説明、記録の整備、その他 

必要な措置を講じます。 

苦情受付窓口  介護課長 佐藤 弥生  

庶務課長 松村 勇 

     苦情解決責任者 園長   情野 由美 

受付時間    毎週月曜日～金曜日 ８：４５～１７：３０ 

苦情受付箱   玄関横にボックスを設置しております。 

電話番号    0238-28-1455   ファックス  0238-28-1458 

   苦情解決のための第三者委員 

氏名      堤  全隆    0238－28－4052 

             今成 幸裕    0238－23－0390 

             清野 利洋    090-9632-6938 

   その他の受付 

米沢市等の行政機関の他、山形県福祉サービス運営適正化委員会が受付けます。 

 

 

 

 



10 

 

令和  年  月  日 

 

短期入所生活介護の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

指定短期入所生活介護       万 世 園ショートステイ 

 

      説明者氏名  生活相談員                 

 

 

   

 

 私は、本書面に基づいて事業者から指定短期入所生活介護についての重要事項の説明を受け 

ましたので、同意いたします。 

 

 

    利 用 者   住  所                          

 

 

            氏 名                           

 

     

     

    家  族    住  所                          

  （代理人・代筆者） 

 

            氏 名                 （続柄    ）  

 

 

   ※なお、利用者が、心身の状況により署名できない場合は、代筆者が記名し 

    代筆者名を署名する。 

 

「万世園デイサービスセンター」重要事項説明書 
 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

  （山形県指定第０６７０４００２７４号） 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供 

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

        目 次  

   １．施設経営法人 
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   ２．事業所の概要 

    ３．事業実施地域及び営業時間 

    ４．職員の配置状況 

    ５．事業所が提供するサービスと利用料金 

    ６．利用料のお支払い方法 

    ７．サービスの利用について 

    ８．虐待防止の推進について 

    ９．身体拘束等の適正化 

   １０．衛生管理等 

   １１．業務継続計画について 

   １２．個人情報の保護 

   １３. 緊急時における対応方法 

   １４. 事故発生の防止及び発生時の対応 

   １５．苦情受付について 

 

 

 

１．施設運営法人 

（１）法人名        社会福祉法人 米沢栄光の里 

（２）法人所在地      米沢市万世町梓山５４９４－１ 

（３）電話番号       ０２３８－２９－０３１０ 

（４）代表者氏名      理事長 菅野 智幸 

（５）設立年月日      昭和４４年 ９月２０日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類       指定通所介護事業所 

                平成１２年４月１日指定 山形県 0670400274 号 

                指定介護予防通所事業所 

                平成１８年４月１日指定 山形県 0670400274 号 

当事業所は特別養護老人ホーム「万世園」に併設されています。 

（２）事業所の目的    要介護状態又は要支援状態にある高齢者に適正な指定通所 

             介護を提供すること。 

（３）事業所の名称     万世園デイサービスセンター 

（４）事業所の所在地    山形県米沢市万世町牛森４１７２番５ 

（５）電話番号       ０２３８－２８－１４８０ 
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（６）事業所長氏名     所 長  情 野 由 美 

（７）当事業所の運営方針 

① 事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 （８）開設年月日   平成１２年４月１日 

 （９）利用定員    ３０名 

（１０）設備の概要   

   （ア）建物の構造：鉄筋コンクリート平屋建 

   （イ）建物面 積：４９６．２３㎡ 

   （ウ）設   備：食堂 機能訓練室 静養室 休憩室 相談室 浴室（特殊浴槽）送迎車 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

  （１）通常の事業の実施地域   米沢市、高畠町、南陽市、川西町 

  （２）営業日及び営業時間 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．職員の配置状況 

 

   指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業日 月曜日～土曜日（但しお盆、年末年始を除く） 

受付時間 月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時１５分 

  電話等により２４時間常時連絡可能  

  ℡ ２８－１４８０  ２８－１４５５ 

利用時間 ９時２０分～１６時 ３０分 

職     種 勤 務 形 態 職 務 の 内 容 

所    長 

（ 管 理 者 ） 

１名（常勤兼務） 事業所の一元的管理を行います 

生 活 相 談 員 １名以上 

（常勤兼務） 

利用者及び家族からの相談に応じるとともに、

利用申し込みに係る調整、利用者の個別援助計

画の作成、介護の提供に関すること。 

介   護   員 ４名以上 

（常勤兼務） 

利用者の入浴介助等の日常生活上必要な介護に

関すること。健康管理や療養上の世話を行いま

す。 

看  護  職  員 １名以上 

（常勤兼務者有） 

利用者の健康管理及び心身状態の把握に関する

こと。 

機能訓練指導員 １名 心身の状況に応じた機能訓練を行います 

事 務 員 １名以上 

（常勤兼務） 

会計庶務一般に関することを行います 
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５．事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）サービスの内容 

 （ア）送迎 

ご利用日に身体の状況に応じ、リフトバス等にご乗車いただき、自宅より快適に送

迎させていただきます。（尚 送迎順路等で多少の時間差が生じる場合があります） 

 （イ）健康チェック   

看護職員が血圧測定、脈拍、検温、体重等の健康チェックを行います。 

（ウ）入浴 

   職員が介助して、広い浴槽でゆっくり入浴していただきます。また、身体の不自由

な方には、特殊浴槽装置等により快適に入浴していただきます。 

   （エ）食事 

       管理栄養士が皆様の健康を考え、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに

富んだ食事を提供し、ゆっくり会食していただきます。 

   （オ）日常動作訓練 

       趣味並びにレクリエーション等により、楽しみながら心身の健康維持、機能低下防

止を行います。 

   （カ）生活相談 

       日常生活の上で、困っていること、悩んでいることなどありましたら、お気軽にご

相談ください。 

   （キ）休息 

       心身の休養のため、ベッド等にてゆっくり休んでいただきます。 

   （ク）排泄 

       皆様の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても真心のこ

もった援助を行います。 

   （ケ）その他 

       ご利用の皆様の生活を実りあるものとするため、四季折々の行事を取り入れ楽しん

でいただきます。 

 

 

（２）サービス利用料金 

   （ア） 通所介護利用料   ７時間から８時間 

  

   区分 及び 加算 

 介護保険適用時に１日当たりの自己負担

額（１割負担者） 

   7時間から 8時間 

要介護１      ６５８円 

要介護２      ７７７円 

要介護３      ９００円 

要介護４    １，０２３円 

要介護５    １，１４８円 

個別機能訓練加算 Ⅰ イ       ５６円 

個別機能訓練加算 Ⅰ ロ       ７６円 

個別機能訓練加算 Ⅱ       ２０円 

口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ       ２０円／年２回 

入浴加算 Ⅰ       ４０円 

入浴加算 Ⅱ（希望者のみ）       ５５円 

認知症加算       ６０円 

若年性認知症利用者受入加算       ６０円 
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科学的介護推進体制加算       ４０円／月 

サービス提供体制加算 Ⅱ       １８円 

ADL維持等加算（Ⅰ） ３０円／月 

   

・サービス提供体制強化加算 

      介護福祉士の資格等経験豊富な職員を一定の割合配置 

  ・入浴加算 Ⅱ 

      自宅の浴槽で自立した入浴への取り組みを行った場合 

  ・認知症加算 

      認知症介護の係る専門的な研修等を受講した者を 1 名以上配置し、事業所内 

で認知症ケアに関する事例検討や研修を定期的に開催している場合 

    ・介護職員処遇改善加算 

介護サービスに従事する介護職員等の賃金改善に充てる事が目的 

 

（イ）第 1号事業 介護予防・日常生活支援総合事業 

第 1号事業 介護予防・日常生活支援総合事業 

 区分 及び 加算         自 己 負 担 額 

要支援１ 週 1回程度     １，７９８円／月 

要支援２ 週 2回程度     ３，６２１円／月 

サービス提供体制加算Ⅱ 要支援１   ７２円／月 

要支援２  １４４円／月 

口腔・栄養スクーリング加算        ２０円／年２回 

科学的介護推進体制加算        ４０円／月 

   （ア）（イ）共通 

介護職員処遇改善加算 所定単位数の９２／１０００ 

食費・おやつ代  7００円 ／ １日 

 

・利用者が支払う額は、（ア）（イ）共に「介護負担割合証（１割～３割）」に準ずるため、 

認定証を確認させていただきます。 

 

（３） 介護保険の給付対象とならないサービス 

  ① 食費・おやつ代  

  ② レクリエーション活動費 

    利用者の希望により参加する活動で個人の物とする創作活動の材料費  

６．利用料のお支払い方法 

   毎月１５日までに前月分を請求いたしますので、２７日までにお支払いください。 

   お支払い方法は、≪口座振り込み≫≪口座振替≫≪現金支払い≫の中からご契約の際に選べ

ます。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。 

７．サービスの利用について 

  （１）サービスの利用開始 

    まずはお電話でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いします。 

通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

  （２）サービスの中止、変更、追加、終了 

   （ア）利用者の御都合でサービスを中止又は変更、もしくはサービスの追加をすることがで

きます。この場合前日の午後５時まで連絡下さい。 

（イ） 健康上の理由による中止、変更 
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  ①風邪、病気の場合はサービスの提供をお断りする場合があります。 

  ②当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合はサービス内容の変更又は中止をする場

合があります。 

  ③利用中に体調が悪くなった場合サービスを中止することがあります。 

  上記②、③については、後ほど緊急時の対応で詳しく説明します 

（ウ）サービスの終了 

  ①利用者の都合でサービスを終了する場合。（事前に連絡下さい） 

  ②契約書第２２条から第２３条に基づき契約が解約または解除された場合 

  ②自動終了 

   ◯利用者が介護保険施設に入所した場合。 

   ◯利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。 

   ◯利用者が死亡した場合。 

 （３）送迎時間の連絡 

     都合の悪い方は事前にお知らせ下さい。当日キャンセルは朝８：２０までにご連絡く

ださい 

尚、連絡帳に次回のご利用日を記入いたしますのでご確認下さい。 

 （４）薬 

     ご利用中に必要な薬は連絡帳に入れてご持参下さい。 

 （５）所持品 

     通所介護サービスご利用上必要な最小限の持ち込みにしていただき、これを越えての持

ち込みはご遠慮下さい。特に飲食物及び現金等はお持ちにならないで下さい。 

 （６）オムツ 

     オムツをご利用の方は、ご利用に必要な枚数をご持参下さい。 

 

 

 

 

 

８．虐待防止の推進について 

   事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げるとお 

り必要な措置を講じます 

（１）虐待防止のための指針を整備しています。 

（２）虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の定期的な開催します。 

（３）従業者に対し虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。 

 

９．身体拘束について 

   身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

 （１）身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

（２）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身 

体的拘束等は行いません。 

（３）緊急やむを得えず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況及び緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（４）身体拘束等の適正化を図るための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、そ 

の結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

 （５）身体拘束等の適正化を図るために、研修を定期的に実施します。 

 

１０．衛生管理等 

   事業所において感染症の発生、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じます。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
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（２）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 

その結果について従業者に周知徹底します。 

 （３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１１．業務継続計画について 

 （１）感染症や非常災害の発生した場合でも、利用者に対する介護サービスが継続的に提供でき 

るよう業務継続に向けた計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

 （２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に 

実施します。 

 （３）業務継続計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１２．個人情報の保護 

   事業所及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者、家族又は代理人等に関する

事項を正当な理由なく漏洩しません。 

   ただし、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する情報 

を提供します。 

 

１３．緊急時における対応方法 

   サービスのご利用中に容体の変化があった場合は、事前の打ち合わせに従い、御家族、居宅

介護支援専門員等に連絡いたします。 

主 

治 

医 

氏   名  

医療機 関                    ℡ 

所 在 地  

御 

家 

族 

氏 名  

住 所  

勤 務 先                    ℡ 

１４. 事故発生の防止及び発生時の対応 

   事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

  （１）事業所における事故発生の防止のための指針を整備しています。 

  （２）事故発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告さ 

れ、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備しています。 

  （３）事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修会を定期的に実施します。 

  （４）事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、県、 

     市町村、入所者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  （５）事故の状況及び事故の際して採った処置について記録します。 

  （６）事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損 

害賠償を速やかに行います。 

 

１５．苦情の受付について 

   利用者等及びその他からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担 

当者の配置、事実関係調査の実施、改善措置、利用者等に対する説明、記録の整備、その他 

必要な措置を講じます。 

苦情受付窓口  介護課長 佐藤 弥生 

        庶務課長 松村 勇 

苦情解決責任者 所長   情野 由美 

受 付 時 間   毎週月曜日～土曜日 ８：３０～１７：１５ 

苦情受付箱   玄関横にボックスを設置しております。 
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  苦情解決のための第三者委員 

      氏 名    堤   全 隆  ０２３８－２８－４０５２ 

             今 成 幸 裕  ０２３８－２３－０３９０ 

             清 野 利 洋  ０９０－９６３２－６９３８ 

  その他の受付 

米沢市等の行政機関の他、山形県福祉サービス運営適正化委員会が受付ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

指定介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

万世園デイサービスセンター 

 

説明者 氏名       生活相談員               

 

     私は、本書面に基づいて事業者から通所介護についての重要事項の説明を受けましたの

で、同意いたします。 

 

 

     利 用 者 住 所                        

 

 

           氏 名                        

 

 

    家族(代理人) 住 所                        

    （代筆者） 

 

           氏 名                        
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   ※なお、利用者が、心身の状況により署名できない場合は、代筆者が記名し 

    代筆者名を署名する。 

万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

重要
じゅうよう

事項
じ こ う

説明書
せつめいしょ

 

（短期
た ん き

入所
にゅうしょ

） 
  

あなたに対
たい

する短期
たんき

入 所
にゅうしょ

サービス提 供
ていきょう

開始
かいし

にあたり、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省 令
しょうれい

に基
もと

づいて当事業所
とうじぎょうしょ

があ

なたに説明
せつめい

すべき内容
ないよう

は次
つぎ

の通
とお

りです。 

  

１．サービスを提 供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

 

名
め い

 称
しょう

 社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

 米
よね

沢
ざわ

栄
えい

光
こう

の里
さと

 

所 在 地
し ょ ざ い ち

 米沢市
よねざわし

万世
ばんせい

町
ちょう

梓山
ずさやま

５４９４－１ しょうがい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

松 風
しょうふう

園内
えんない

 

電 話 番 号
で ん わ ば ん ご う

 ０２３８―２９―０３１０ 

代 表 者
だいひょうしゃ

氏名
しめい

 理事長
りじちょう

 菅野
すがの

 智幸
ともゆき

 

設 立
せ つ り つ

年 月
ねんげつ

 昭和
しょうわ

４４年
ねん

９月
がつ

 

 

２．利用
りよう

施設
しせつ

 

事業所
じぎょうしょ

の種類
しゅるい

 

指定
してい

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

事業所
じぎょうしょ

  

平成
へいせい

１８年
ねん

９月
がつ

２９日
にち

指定
してい

     

事業所
じぎょうしょ

名 称
めいしょう

 

（事業所
じぎょうしょ

番号
ばんごう

）  

万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

 

（０６１０２０００８１） 

事業所
じぎょうしょ

の所在地
し ょ ざ い ち

 米沢市
よねざわし

万世
ばんせい

町
ちょう

牛
うし

森
もり

４１７２番
ばん

５ 

連
れん

 絡
らく

 先
さき

 
電話番号
でんわばんごう

 ０２３８－２８－１４５５ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２３８－２８－１４５８ 

管
かん

 理
り

 者
しゃ

 所 長
しょちょう

 情野
せいの

 由美
ゆ み

 

サービスの実施
じ っ し

地域
ち い き

 米沢市
よねざわし

、南陽市
なんようし

、高畠町
たかはたまち

、川西町
かわにしまち

 

主
しゅ

たる 対 象 者
たいしょうしゃ

 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

、身体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ
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定
てい

   員
いん

 ２０名
めい

 

開設
かいせつ

年月日
ねんがっぴ

 平成
へいせい

 ３年
ねん

 ４月
がつ

 

 

３．サービスの目的
もくてき

・運営
うんえい

方針
ほうしん

 

目
もく

 的
てき

 

障 害 者
しょうがいしゃ

が居宅
きょたく

においてその介護
かいご

を 行
おこな

う者
もの

の疾
しっ

病
ぺい

その他
た

の理由
りゆう

により、

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

その他
た

の施設
しせつ

へ短期間
たんきかん

の 入 所
にゅうしょ

を必要
ひつよう

とする 障 害
しょうがい

者
しゃ

等
など

に対
たい

し、入 浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

又
また

は食事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

や日 常
にちじょう

生 活 上
せいかつじょう

の支
し

援
えん

を提 供
ていきょう

する。 

運営
うんえい

方針
ほうしん

 

関係
かんけい

法令
ほうれい

を 遵 守
じゅんしゅ

し、他
た

の社会
しゃかい

資源
しげん

との連携
れんけい

を図
はか

った適正
てきせい

且
か

つきめの細
こま

かな

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

サービスの提 供
ていきょう

。 

 

４．サービスに係
かか

る施設
しせつ

・設備
せつび

等
とう

の概要
がいよう

 

（１）施
し

 設
せつ

 

建物
たてもの

 

 

構
こう

 造
ぞう

 

鉄骨
てっこつ

造
づくり

 ２階
かい

建
だて

 

（耐火
たいか

建築物
けんちくぶつ

）（耐震
たいしん

構造
こうぞう

） 

敷地
しきち

面積
めんせき

 １０，４９７．３７平米
へいべい

 

延
の

べ床面積
ゆかめんせき

 ５,１８３．８２平米
へいべい

 

（２）主
おも

な設備
せつび

 

 
部屋数
へ や か ず

 備
び

  考
こう

 

居
きょ

 室
しつ

   １１部屋
へ や

 ２人
にん

部屋
べ や

：９部屋
へ や

  個室
こしつ

：２部屋
へ や

 

相談室
そうだんしつ

   １部屋
へ や

 
 

洗面
せんめん

設備
せつび

   １１か所
しょ

 各居室 １か所
しょ

ずつ 

便
べん

 所
じょ

   ４か所
しょ

 
 

多目的室
たもくてきしつ

   １か所
しょ
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食
しょく

 堂
どう

   ２か所
しょ

 
 

浴
よく

 室
しつ

   １か所
しょ

 特殊
とくしゅ

浴槽
よくそう

、中 間
ちゅうかん

浴槽
よくそう

、独
どく

浴槽
よくそう

 

当事業所
とうじぎょうしょ

では、厚生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

の定
さだ

める指定
してい

基準
きじゅん

を遵 守
じゅんしゅ

し以上
いじょう

の施設
しせつ

・設備
せつび

を設置
せっち

しています。 

 

５．サービス提 供
ていきょう

職 員
しょくいん

の設置
せっち

状 況
じょうきょう

 

職
しょく

 種
しゅ

 員数
いんずう

 

常
じょう

 勤
きん

 非常勤
ひじょうきん

 

常勤
じょうきん

換算
かんさん

 備
び

 考
こう

 

専 従
せんじゅう

 兼務
けんむ

 専 従
せんじゅう

 兼務
けんむ

 

管 理 者
か ん り し ゃ

 １名  １名   ０．３名  

庶 務
し ょ む

課 長
か ち ょ う

 １名  １名   ０．５名  

介
かい

 護
ご

 課
か

 長
ちょう

 ２名  ２名   ０．５名  

介
かい

護
ご

係
かかり

長
ちょう

 ２名  ２名   ０．２名  

介 護 員
か い ご い ん

 
３５名 

以上 
 

３５名以

上 
  

３．５名 

以上 
 

介護
か い ご

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

 ３名  ３名   １名  

看 護
か ん ご

職 員
しょくいん

 ６名 １名 ４名  １名 ４名  

管 理
か ん り

栄 養 士
え い よ う し

 １名  １名   １名  

設備
せつび

点検士兼
てんけんしけん

 １名  １名   ０．５名  

事
じ

 務
む

 員
いん

 ２名  ２名   ０．２名  

 

当事業所
とうじぎょうしょ

では、厚生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

の定
さだ

める指定
してい

基準
きじゅん

を遵 守
じゅんしゅ

し指定
してい

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスを提 供
ていきょう

する

職 員
しょくいん

として、上記
じょうき

の職 種
しょくしゅ

の職 員
しょくいん

を配置
はいち

しています。 

※ 常 勤
じょうきん

換算
かんさん

とは・・ 
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職 員
しょくいん

それぞれの 週
しゅう

あたりの勤務
きんむ

延
の

べ時間数
じかんすう

の総数
そうすう

を当事業所
とうじぎょうしょ

における 常
じょう

勤
きん

職 員
しょくいん

の所定
しょてい

勤務
きんむ

時間数
じかんすう

（例
れい

： 週
しゅう

４０時間
じかん

）で除
じょ

した数
かず

です。 

 

（ア）各 職 種
かくしょくしゅ

の勤務
きんむ

体系
たいけい

 

 

職 種 勤 務 体 系 

管 理 者
か ん り し ゃ

 正規
せいき

の勤務
きんむ

時間帯
じかんたい

： ８：４５～１７：３０ 

庶務
しょむ

課長
かちょう

・介護
かいご

課長
かちょう

 

 サービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

 

 生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

 

 管理
かんり

栄養士
えいようし

 

 設備
せつび

点検士
てんけんし

 

 事務員
じ む い ん

 

正規
せいき

の勤務
きんむ

時間帯
じかんたい

： ８：４５～１７：３０ 

 介
かい

 護
ご

 係
かかり

 長
ちょう

 

 介
かい

 護
ご

 員
いん

  

 介護
かいご

支援
しえん

専門員
せんもんいん

 

早
はや

 番
ばん

： ６；３０～１５：１５ 

７：３０～１６：１５ 

普通番
ふつうばん

： ８：３０～１７：１５ 

遅
おそ

 番
ばん

：１０：１５～１９：００ 

    １０：３０～１９：１５ 

１３：３０～２１：４５ 

夜
や

 勤
きん

：２１：４０～ ６：４０（翌日） 

    ２１：４０～ ７：４０（翌日） 

看 護
か ん ご

職 員
しょくいん

 

早
はや

 番
ばん

： ７：００～１５：４５ 

普通番
ふつうばん

： ８：００～１６：４５ 

遅
おそ

 番
ばん

： ９：３０～１８：１５ 

 

 

（イ）営 業
えいぎょう

日
び

と営 業
えいぎょう

時間
じかん

 

 営 業
えいぎょう

日
び

： １２月
がつ

２９日
にち

から１月
がつ

３日
にち

を除
のぞ

く期間
きかん

 



22 

 

 営 業
えいぎょう

時間
じかん

：２４時間
じかん

 

 

（ウ）サービス提 供
ていきょう

の内容
ないよう

 

（１）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対 象
たいしょう

サービス内容
ないよう

 

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

 

相談
そうだん

及び
お よ び

援助
えんじょ

 

利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

が希望
きぼう

する生活
せいかつ

や利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

等
とう

を把握
はあく

し、

適切
てきせつ

な相談
そうだん

、助言
じょげん

、援助
えんじょ

等
とう

を 行
おこな

います。 

保
ほ

 護
ご

 

利用者
りようしゃ

の身体
からだ

その他
た

の 状 況
じょうきょう

及
およ

びその置
お

かれている 環 境
かんきょう

に応
おう

じて必要
ひつよう

な

保護
ほ ご

を 行
おこな

います。 

 

 

 

 

介
かい

 護
ご

 

利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて適切
てきせつ

な技術
ぎじゅつ

をもって整容
せいよう

・更衣
こうい

・排泄
はいせつ

等
など

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる援助
えんじょ

を 行
おこな

います。 

② 入 浴
にゅうよく

・排泄
はいせつ

  必要
ひつよう

に応
おう

じて介助
かいじょ

や確認
かくにん

を 行
おこな

います。 

②起床
きしょう

・ 入
にゅう

床
しょう

 起床
きしょう

時間
じかん

（６：３０から７：３０） 入
にゅう

床
しょう

時間
じかん

（２１：０

０から２２：００）本人
ほんにん

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

します。 

③ 着
ちゃく

脱衣
だつい

 必要
ひつよう

に応
おう

じて介助
かいじょ

、確認
かくにん

します。 

④整容
せいよう

 毎食後
まいしょくご

の歯磨
はみが

き援助
えんじょ

、介助
かいじょ

、確認
かくにん

。洗面
せんめん

の援助
えんじょ

、介助
かいじょ

、確認
かくにん

等
とう

個性
こせい

を尊 重
そんちょう

した適切
てきせつ

な整容
せいよう

を援助
えんじょ

します。 

生活
せいかつ

のリズムを 整
ととの

えるような支援
しえん

をします。 

 

 

健康
けんこう

管理
かんり

 

日 常
にちじょう

生 活 上
せいかつじょう

必要
ひつよう

なバイタルチェックや投薬
とうやく

その他
た

必要
ひつよう

な管
かん

理
り

、記録
きろく

を 行
おこな

います。また医療
いりょう

機関
きかん

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

及
およ

び 協 力
きょうりょく

医
い

療
りょう

機関
きかん

を通
つう

じて健康
けんこう

保持
ほ じ

のための適切
てきせつ

な支援
しえん

を 行
おこな

います。 

食事
しょくじ

サービス 

希望
きぼう

により食事
しょくじ

の提 供
ていきょう

をします。       

食事
しょくじ

時間
じかん

  朝 食
ちょうしょく

  ８：００ 

昼 食
ちゅうしょく

 １２：００ 

１，４４５円
えん

 

（３０５円
えん

） 

（６２０円
えん

） 
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      夕
ゆう

食
しょく

 １８：００ 

利用者
りようしゃ

の身体
しんたい

状 況
じょうきょう

や嗜好
しこう

及び栄養
えいよう

に配慮
はいりょ

し、バラエテ

ィーに富
と

んだ手作
てづく

りの食事
しょくじ

を提
てい

供
きょう

します。 

（５２０円
えん

） 

食事
しょくじ

提 供
ていきょう

加算
かさん

対 象 者
たいしょうしゃ

 

９１０円
えん

 

（１４０円
えん

） 

（４１０円
えん

） 

（３６０円
えん

） 

送迎
そうげい

サービス 

希望
きぼう

により送迎
そうげい

を 行
おこな

います。 

（例
れい

）自宅
じたく

から万世
ばんせい

園
えん

、万世
ばんせい

園
えん

から自宅
じたく

。 

万世
ばんせい

園
えん

から公 共
こうきょう

施設
しせつ

、公 共
こうきょう

施設
しせつ

から万世
ばんせい

園
えん

等
とう

。 

１８６０円
えん

 

（片道
かたみち

） 

移送
いそう

サービス 交通費
こうつうひ

 実費
じっぴ

 

 

 

（２） 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対 象 外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 金
きん

 額
がく

 

光
こう

熱水費
ねつすいひ

 
 

９１５円
えん

 

 

日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

必要
ひつよう

となる諸経費
し ょ けい ひ

 

利用者
りようしゃ

の日 常
にちじょう

生活品
せいかつひん

の購 入
こうにゅう

代金
だいきん

等
とう

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に要
よう

する費用
ひよう

で、負担
ふたん

して 頂
いただ

くことが適当
てきとう

であるものに関
かか

わ

る費用
ひよう

をいただきます。 

① 日
にち

用品費
ようひんひ

 ②保健
ほけん

衛生費
えいせいひ

 ③教 養
きょうよう

娯楽費
ご ら く ひ

 

④通信機器代 ⑤おやつ代 ⑥個室料金 

実費
じっぴ

 

④20 円/1 日 

⑤100 円/1 日 

⑥1,231 円/1 日 

社会
しゃかい

生 活 上
せいかつじょう

の

便宜
べんぎ

の供与
きょうよ

等
とう

 

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な 行 政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

への手続
てつづ

き等
とう

につい

て、利用者
りようしゃ

または家族
かぞく

が行うことが困難
こんなん

な場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

の

同意
どうい

を得て
え

代行
だいこう

します。 

なし 
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金銭
きんせん

管理
かんり

 通 帳
つうちょう

、小遣
こづか

い等
とう

を管理
かんり

します。 なし 

付添
つきそ

いサービス 職 員
しょくいん

付添
つきそ

い 料
りょう

 なし 

その他
ほか

 

・サービス提 供
ていきょう

記録
きろく

等
とう

の複写代
ふくしゃだい

 

・証 明 書
しょうめいしょ

諸書類
しょしょるい

の発行代
はっこうだい

 

・その他
た

 

なし 

 

<サービスの概要
がいよう

> 

全
すべ

てのサービスは、「個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

」に基
もと

づいて 行
おこな

われます。本事業所
ほんじぎょうしょ

のサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

が

作成
さくせい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

をいただきます。尚
なお

「個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

」の写
うつ

しは利用者
りようしゃ

に交付
こうふ

いたします。 

 

７．利用
りよう

料 金
りょうきん

 

（１） 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対 象
たいしょう

サービス内容
ないよう

の料 金
りょうきん

 

① 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

によるサービスを提 供
ていきょう

した際
さい

は、支給
しきゅう

決定
けってい

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

から当
とう

該
がい

指定
してい

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

に係
かか

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

の支払
しはら

いを受
う

けます。 

② 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

によるサービスの提 供
ていきょう

をした場合
ばあい

においても、法定
ほうてい

代理
だいり

受 領
じゅりょう

を 行
おこな

わない指定
してい

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

を提
てい

供
きょう

した場合
ばあい

は、支給
しきゅう

決定
けってい

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

から指定
してい

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
など

費用基
ひ よ う き

準 額
じゅんがく

の支払
しはら

いを受
う

けます。 

③ ①、②の報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

【福祉型
ふくしがた

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

サービス費
ひ

（Ⅰ）】 

区分
くぶん

１．２ 区分
くぶん

３ 区分
くぶん

４ 区分
くぶん

５ 区分
くぶん

６ 

５，０９０円
えん

 ５，８３０円
えん

 ６，４８０円
えん

 ７，８４０円
えん

 ９，２３０円
えん

 

【福祉型
ふくしがた

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

サービス費
ひ

（Ⅱ）】 

区分
くぶん

１．２ 区分
くぶん

３ 区分
くぶん

４ 区分
くぶん

５ 区分
くぶん

６ 

１， ７３０円
えん

 ２，４００円
えん

 ３，１８０円
えん

 ５，２７０円
えん

 ６，０２０円
えん

 

 

〇管理
かんり

栄養士
えいようし

配置
はいち

加算
かさん

 ２２０円
えん

/日
にち

 〇送迎
そうげい

加算
かさん

    １，８６０円
えん

/片道
かたみち

   

〇短期
たんき

利用
りよう

加算
かさん

 ３０円
えん

/日
にち

 ※（１年間のうち３０日を限度として） 
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〇食事
しょくじ

提 供
ていきょう

体制
たいせい

加算
かさん

 ３００円
えん

/日
にち

 〇緊 急
きんきゅう

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

受入
うけいれ

加算
かさん

(Ⅰ) ２７０円/日
にち

  

④ 自費
じ ひ

利用
りよう

の場合
ばあい

 

自費
じ ひ

でサービスを利用
りよう

する場合
ばあい

は、利用
りよう

されたサービスの内容
ないよう

に応
おう

じて、上記
じょうき

の料 金
りょうきん

は全額
ぜんがく

本人
ほんにん

負担
ふたん

となります。 

 

（２） 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対 象 外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

の料 金
りょうきん

 

上記
じょうき

「６．サービス提 供
ていきょう

の内容
ないよう

（２）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対 象 外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

」の項目
こうもく

をご参 照
さんしょう

く

ださい。 

（３） サービス利用
りよう

の取
と

り消
け

し料 金
りょうきん

 

  利用者
りようしゃ

がサービス利用
りよう

の取
と

り消
け

し（キャンセル）する場合
ばあい

は、利用
りよう

予定
よてい

日
び

の３日前
かまえ

までに当事業所
とうじぎょうしょ

までお申
もう

し出
で

ください。 

  尚
なお

、サービス利用
りよう

日
び

の３日前
かまえ

までに申出
もうしで

のない場合
ばあい

は、キャンセル 料
りょう

を 頂
いただ

く場合
ばあい

があります。 

キャンセル 料
りょう

（介護
かいご

給付
きゅうふ

相当
そうとう

額
がく

）１日
にち

あたり ５，０９０～９，２３０円
えん

 

 

（４） 利用
りよう

料 金
りょうきん

のお支払
おしはらい

方法
ほうほう

 

前記
ぜんき

（１）（２）（３）の料 金
りょうきん

は１ヶ
が

月
げつ

ごとに計算
けいさん

し、ご請 求
せいきゅう

しますので、２７日
にち

までに以下
い か

の

いずれかの方法
ほうほう

でお支払
しはら

い下
くだ

さい。 

① 当事業所
とうじぎょうしょ

窓口
まどぐち

での現金
げんきん

支払
しはら

い 

② 金融
きんゆう

機関
きかん

口座
こうざ

からの口座
こうざ

振替
ふりかえ

 

ご利用
りよう

できる金融
きんゆう

機関
きかん

：各金融
かくきんゆう

機関
きかん

 

 

８．利用者
りようしゃ

の記録
きろく

及
およ

び情 報
じょうほう

の管理
かんり

等
とう

 

（１）事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、法令
ほうれい

に基
もと

づいて利用者
りようしゃ

の記録
きろく

及
およ

び情 報
じょうほう

を適
てき

切
せつ

に管理
かんり

し、利
り

用
よう

者
しゃ

の求
もと

めに応
おう

じて

その内容
ないよう

を開示
かいじ

します。また、記録
きろく

及
およ

び情 報
じょうほう

については契約
けいやく

の 終 了
しゅうりょう

後
ご

５年間
ねんかん

保管
ほかん

します。 

※閲覧
えつらん

、複写
ふくしゃ

ができる窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

時間
じ か ん

は、１０：００～１６：００です。 

（２） 利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情 報
じょうほう

については、個人
こじん

情 報
じょうほう

保護法
ほ ご ほ う

に添
そ

った対応
たいおう

を 行
おこな

います。但
ただ

し、サービス
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提 供
ていきょう

を 行
おこな

う上
うえ

での他
た

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

との連
れん

絡
らく

調 整
ちょうせい

や市町
しちょう

及
およ

び関係
かんけい

機関
きかん

に情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を要請
ようせい

された場合
ばあい

は利用者
りようしゃ

の同
どう

意
い

（「個人
こじん

情 報
じょうほう

使用
しよう

同意書
どういしょ

」による）に基
もと

づき情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を致
いた

します 

 

 

９．緊 急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

 

 利用者
りようしゃ

の 病 状
びょうじょう

急 変
きゅうへん

等
など

の緊
きん

急時
きゅうじ

には、速
すみ

やかに医療
いりょう

機関
きかん

への連絡
れんらく

等
とう

を 行
おこな

います。 

利用者
りようしゃ

のかかりつけ医療
いりょう

機関
きかん

 

医療
いりょう

機関名
きかんめい

： 

診
しん

 療
りょう

 科
か

： 

主
しゅ

 治
じ

 医
い

： 

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

： 

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

： 

緊
きん

 急
きゅう

 連
れん

 絡
らく

 先
さき

① 

住
じゅう

  所
しょ

： 

電話番号
でんわばんごう

： 

氏
し

  名
めい

： 

続
ぞく

  柄
がら

： 

緊
きん

 急
きゅう

 連
れん

 絡
らく

 先
さき

② 

住
じゅう

  所
しょ

： 

電話番号
でんわばんごう

： 

氏
し

  名
めい

： 

続
ぞく

  柄
がら

： 

 

１０．要望
ようぼう

・苦情
くじょう

等
など

申 立 先
もうしたてさき

及
およ

び虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

（１）要望
ようぼう

・苦情
くじょう

等
など

申 立 先
もうしたてさき
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当事業所
とうじぎょうしょ

 

ご利用
りよう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

  松村
まつむら

 勇
いさむ

（庶務
しょむ

課長
かちょう

） 

        佐藤
さとう

 弥生
やよい

（介護
かいご

課長
かちょう

） 

・ご利用
りよう

時間
じかん

  １０：００ ～ １７：００ 

・電話番号
でんわばんごう

   ０２３８－２８－１４５５ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０２３８－２８－１４５８ 

・ 担当者
たんとうしゃ

が不在
ふざい

の場合
ばあい

は、事業所
じぎょうしょ

事務所
じ む し ょ

までお申
もう

し出
で

ください。 

法人
ほうじん

苦情
くじょう

解決
かいけつ

の 

第三者
だいさんしゃ

委員
いいん

 

堤
つつみ

 全 隆
ぜんりゅう

 電
で ん

話
わ

番
ば ん

号
ご う

 ０２３８－２８－４０５２ 

今成
いまなり

 幸
ゆき

裕
ひろ

 電
で ん

話
わ

番
ば ん

号
ご う

 ０２３８－２３－０３９０ 

清野
せいの

 利 洋
としひろし

 電
で ん

話
わ

番
ば ん

号
ご う

 ０９０－９６３２－６９３８ 

米沢市
よねざわし

役所
やくしょ

 

福
ふく

 祉
し

 課
か

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：米沢市
よねざわし

金池
かないけ

５丁目
ちょうめ

２番
ばん

２５号
ごう

 

・電話番号
でんわばんごう

：０２３８－２２－５１１１ 

山形県
やまがたけん

福祉
ふくし

サービス 

運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：山形市
やまがたし

小白川町
こじらかわまち

二丁目
ちょうめ

３番
ばん

３１号
ごう

 

・電話番号
でんわばんごう

：０２３－６２６－１７５５ 

・Ｆ Ａ Ｘ：０２３－６２６－１７７０ 

（２） 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

 

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する 

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

  松村
まつむら

 勇
いさむ

（庶務
しょむ

課長
かちょう

） 

        佐藤
さとう

 弥生
やよい

（介護
かいご

課長
かちょう

） 

・虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

担当者
たんとうしゃ

 情野
せいの

 由美
ゆ み

（管理者
かんりしゃ

） 

・ご利用
りよう

時間
じかん

  １０：００～１７：００ 

・電話番号
でんわばんごう

   ０２３８－２８－１４５５ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０２３８－２８－１４５８ 

 

１１． 協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
きかん

 

（１） 

医療
いりょう

機関
きかん

の名 称
めいしょう

 特定
とくてい

医療
いりょう

法人
ほうじん

 舟山
ふなやま

病 院
びょういん

 

医
い

 院
いん

 長
ちょう

 名
めい

 鬼
き

満
まん

 圭一
けいいち
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所
しょ

  在
ざい

  地
ち

 米沢市駅
よねざわしえき

前
まえ

２－４－８ 

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０２３８－２３－４４３５ 

診
しん

  療
りょう

  科
か

 内科
ないか

・外科
げ か

・整形
せいけい

外科
げ か

 入
にゅう

院
いん

設
せつ

備
び

 １９４ 床
しょう

 

 

（２） 

医療
いりょう

機関
きかん

の名 称
めいしょう

  

医
い

 院
いん

 長
ちょう

 名
めい

  

所
しょ

  在
ざい

  地
ち

  

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

  

診
しん

  療
りょう

  科
か

  入 院
にゅういん

設備
せつび

  

上記
じょうき

の他
ほか

、各専門医
かくせんもんい

に 協 力
きょうりょく

依頼
いらい

しております。 

 

 

１２．非常
ひじょう

災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

 

非常時
ひじょうじ

の対応
たいおう

 別途
べっと

に定
さだ

める、消 防
しょうぼう

計画書
けいかくしょ

により対応
たいおう

いたします。 

平時
へいじ

の訓練
くんれん

 

・別途
べっと

に定
さだ

める、消 防
しょうぼう

計画書
けいかくしょ

に 則
のっと

り、年
ねん

２回
かい

、避難
ひなん

・防
ぼう

災
さい

訓練
くんれん

を、

利用者
りようしゃ

の方
かた

も参加
さんか

して実施
じっし

します。 

防災
ぼうさい

設備
せつび

 

・自動
じどう

火災
かさい

報知機
ほ う ち き

  有
あり

  ・誘
ゆう

 導
どう

 灯
とう

    有
あり

  

・ガス漏
も

れ報知機
ほ う ち き

  有
あり

  ・非常
ひじょう

通報
つうほう

装置
そうち

   有
あり

 

・非常用
ひじょうよう

電源
でんげん

    有
あり

  ・スプリンクラー  有
あり

 

・室内
しつない

防火
ぼうか

栓
せん

    有
あり

   

・ カ－テン等
とう

は防炎
ぼうえん

性能
せいのう

のある物
もの

を使用
しよう

しています。 

・ 震災
しんさい

に備
そな

えての備蓄
びちく

（ 食 料
しょくりょう

・飲 料 水
いんりょうすい

３日分
にちぶん

） 

（その他
た

、拡声器
かくせいき

・携帯
けいたい

ラジオ・ロープ・懐 中
かいちゅう

電灯
でんとう

等
など

） 

消 防
しょうぼう

計画
けいかく

 

消 防
しょうぼう

署
しょ

への届出
とどけで

日
び

： 平成
へいせい

３１年
ねん

４月
がつ

 

防火
ぼうか

管理者
かんりしゃ

   ：  伊藤
いとう

 大次郎
だいじろう
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保険
ほけん

加入
かにゅう

 

事故
じ こ

・災害
さいがい

に備
そな

えて、損害
そんがい

賠 償
ばいしょう

保険
ほけん

に加入
かにゅう

しています。 

加
か

入
にゅう

保
ほ

険
けん

会
かい

社
しゃ

名
めい

：あいおいニッセイ同和
どうわ

損害
そんがい

保険
ほけん

 

加
か

入
にゅう

保
ほ

険
けん

内
ない

容：火災
かさい

保険
ほけん

 

 

 

 

１３．当施設
とうしせつ

ご利用
りよう

の際
さい

に留意
りゅうい

いただく事項
じこう

 

設備
せつび

・器具
き ぐ

の利用
りよう

 

施設内
しせつない

の設備
せつび

、器具
き ぐ

は本来
ほんらい

の用法
ようほう

にしたがってご利用
りよう

ください。これに

反
はん

したご利用
りよう

により破損
はそん

が 生
しょう

じた場合
ばあい

、賠 償
ばいしょう

していただくことがあ

ります。 

喫
きっ

  煙
えん

 全館
ぜんかん

禁煙
きんえん

です。 

緊 急
きんきゅう

時
じ

における 

医療
いりょう

機関
きかん

への受診
じゅしん

 

サービス利用
りよう

時間内
じかんない

に医療
いりょう

機関
きかん

への受診
じゅしん

の必要
ひつよう

がおきた場合
ばあい

は、

利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

の方
かた

に同意
どうい

を得
え

た上
うえ

で速
すみ

やかに対応
たいおう

いたします。但
ただ

し、

当事業所
とうじぎょうしょ

が緊 急 性
きんきゅうせい

が高
たか

いと判断
はんだん

した場合
ばあい

は、その都度
つ ど

判断
はんだん

し速
すみ

やか

に対応
たいおう

いたします。 

貴重品
きちょうひん

の管理
かんり

 

貴重品
きちょうひん

は、利用者
りようしゃ

の責任
せきにん

において管理
かんり

していただきます。自己
じ こ

管理
かんり

ので

きない利用者
りようしゃ

につきましては貴重品
きちょうひん

を施設
しせつ

に持
も

ち込
こ

まないようお願
ねが

い

します。 

宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

・政治
せいじ

活動
かつどう

・営利
えいり

活動
かつどう

 

利用者
りようしゃ

の思想
しそう

、信仰
しんこう

は自由
じゆう

ですが、他
ほか

の利用者
りようしゃ

に対
たい

する 宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

、

政治
せいじ

活動
かつどう

及
およ

び営利
えいり

活動
かつどう

はご遠慮
ごえんりょ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和
れいわ

  年
ねん

  月
がつ

  日
にち

 

  

指定
してい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービス短期
たんき

入 所
にゅうしょ

万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

の提 供
ていきょう

及
およ

び利用
りよう

の開始
かいし

に際
さい

し、



30 

 

本書面
ほんしょめん

に基
もと

づき重 要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を 行
おこな

いました。 

事業所名
じぎょうしょめい

：万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

（短期
たんき

入 所
にゅうしょ

） 

管理者名
かんりしゃめい

： 所 長
しょちょう

 情野
せいの

 由美
ゆ み

 

     説明者
せつめいしゃ

名
めい

：生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

  氏名
しめい

                  

 

私
わたし

は、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づいて事
じ

業 者
ぎょうしゃ

から指定
してい

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス短期
たんき

入 所
にゅうしょ

万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふくし

サービス

事業所
じぎょうしょ

の提 供
ていきょう

及
およ

び利用
りよう

について重 要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を受
う

け、同意
どうい

しました。 

 

利 用 者
り よ う し ゃ

住 所
じゅうしょ

：                          

 

利 用 者
り よ う し ゃ

氏 名
し め い

：                          

 

家族
かぞく

(代理人
だいりにん

)住 所
じゅうしょ

：                          

（代筆者） 

家族
かぞく

(代理人
だいりにん

)氏名
しめい

：                           

（代筆者） 

続 柄
ぞ く が ら

：          

 

  ※なお、利用者
りようしゃ

が、心 身
しんしん

の 状 況
じょうきょう

により署 名
しょめい

できない場合
ばあい

は、代
だい

筆 者
ひつしゃ

が 

   記名
きめい

し代 筆 者 名
だいひつしゃめい

を署 名
しょめい

する。 

万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

重要
じゅうよう

事項
じ こ う

説明書
せつめいしょ

 

（共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

） 

あなたに対
たい

する共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

開始
か い し

にあたり、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

に基
もと

づ

いて当事業所
とうじぎょうしょ

があなたに説明
せつめい

するべき内容
ないよう

は以下
い か

の通
とお

りです。 

 

１．サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

について 

事業者
じぎょうしゃ

名称
めいしょう

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 米沢
よねざわ

栄光
えいこう

の里
さと
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所 在 地
し ょ ざ い ち

 米沢市
よ ね ざ わ し

万世
ばんせい

町
ちょう

梓山
ずさやま

５４９４－１ しょうがい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

松風
しょうふう

園内
えんない

 

電 話 番 号
で ん わ ば ん ご う

 ０２３８－２９－０３１０ 

代 表 者
だ い ひ ょ う し ゃ

氏 名
し め い

 理事長
り じ ち ょ う

 菅野
す が の

 智
とも

幸
ゆき

 

設立
せつりつ

年月日
ねんがっぴ

 昭和
しょうわ

４４年
ねん

９月
がつ

 

 

２．サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を担当
たんとう

する事業所
じぎょうしょ

について 

（１）事業所
じぎょうしょ

の所在地
し ょ ざ い ち

等
など

 

事業所
じぎょうしょ

の種類
しゅるい

 
共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

 平成
へいせい

３０年
ねん

１０月
がつ

 １日
ひ

 

事業所
じぎょうしょ

名称
めいしょう

 

事業所
じぎょうしょ

番号
ばんごう

 

万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

 

（０６１０２０００８１） 

事業所
じぎょうしょ

所在地
し ょ ざ い ち

 米沢市
よ ね ざ わ し

万世
ばんせい

町
ちょう

牛
うし

森
もり

4172
４１７２

番地
ば ん ち

5
５

 

連 絡 先
れ ん ら く さ き

 
電話
で ん わ

番号
ばんごう

：０２３８－２８－１４８０  

Ｆ Ａ Ｘ：０２３８－２８－１４５８ 

実施
じ っ し

地域
ち い き

 米沢市
よ ね ざ わ し

、南陽市
な ん よ う し

、高畠町
たかはたまち

、川西町
かわにしまち

 

（２）事業
じぎょう

の目的
もくてき

および運営
うんえい

方針
ほうしん
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事業
じぎょう

の目的
もくてき

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

米沢
よねざわ

栄光
えいこう

の里
さと

が設置
せ っ ち

する万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

（以
い

下
か

「事業所
じぎょうしょ

」という。）において実施
じ っ し

する指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

の

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

（以下
い か

「指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

」という。）、の適正
てきせい

な

運営
うんえい

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な人員
じんいん

及
およ

び運営
うんえい

管理
か ん り

に関
かん

する事項
じ こ う

を定
さだ

め、

指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

、（以下
い か

「指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

」という。）の円滑
えんかつ

な運営
うんえい

管理
か ん り

を図
はか

るとともに、利用者
り よ う し ゃ

、障害児
しょうがいじ

及
およ

び障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

（以下
い か

「利用者
り よ う し ゃ

等
など

」という。）の意思
い し

及
およ

び人
じん

格
かく

を尊重
そんちょう

して、常
つね

に当該
とうがい

利用者
り よ う し ゃ

等
など

の立場
た ち ば

に立
た

った指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

の提
てい

供
きょう

を確保
か く ほ

することを目的
もくてき

と

します。 

運営
うんえい

方針
ほうしん

 ① 事業所
じぎょうしょ

は、利用者
り よ う し ゃ

等
とう

が居宅
きょたく

において自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、当該
とうがい

利用者
り よ う し ゃ

等
など

の身体
か ら だ

その他
た

の状 況
じょうきょう

及
およ

びそ

の置
お

かれている環境
かんきょう

に応
おう

じて、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ及び
お よ び

食事
しょくじ

等
とう

の介護
か い ご

、調理
ちょうり

、

洗濯
せんたく

及び
お よ び

掃除
そ う じ

等
など

の家事
か じ

、外出時
がいしゅつじ

における移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

並
なら

びに生活
せいかつ

等
とう

に

関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

その他
そ の た

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる援助
えんじょ

を適切
てきせつ

かつ

効果的
こ う か て き

に行
おこな

うものとします。 

② 指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、利用者
り よ う し ゃ

等
とう

の必要
ひつよう

な時
とき

に

必要
ひつよう

な指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

の提供
ていきょう

ができるよう努
つと

めるものとしま

す。 

③ 指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、地域
ち い き

との結
むす

び付
つ

きを

重視
じゅうし

し、利用者
り よ う し ゃ

等
とう

の所在
しょざい

する市町村
しちょうそん

、他
ほか

の指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

、指
し

定相談
ていそうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

、指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

その他
そ の た

福祉
ふ く し

サービ

ス又
また

は保
ほ

健
けん

医療
いりょう

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する者
もの

（以下
い か

「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
   じ

業者
ぎょうしゃ

等
など

」という。）との密接
みっせつ

な連携
れんけい

に努
つと

めるものとします。 

④ 前
ぜん

三項
さんこう

のほか、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

（平成
へいせい

１７年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

。
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以下
い か

「法
ほう

」という。）及
およ

び「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

に基
もと

づく指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の事業
じぎょう

等
など

の人員
じんいん

、設備
せ つ び

及び
お よ び

運営
うんえい

に関
かん

する基準
きじゅん

」（平成
へいせい

１

８年
ねん

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

令
れい

第
だい

１７１号
ごう

）に定
さだ

める内容
ないよう

のほか関係
かんけい

法令
ほうれい

等
など

を

遵守
じゅんしゅ

し、指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

を実施
じ っ し

するものとします。 

（３）営業
えいぎょう

日
び

・営業
えいぎょう

時間
じ か ん

及び
お よ び

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

可能
か の う

な日
ひ

と時間帯
じ か ん た い

 

営
えい

 業
ぎょう

 日
び

 月曜日
げ つ よ う び

から土曜日
ど よ う び

までとする。ただし、お盆
ぼん

、年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く。 

受
うけ

 付
つけ

 時
じ

 間
かん

 
月曜日
げ つ よ う び

から金曜日
き ん よ う び

 午前
ご ぜ ん

８時
じ

３０分
ふん

から午後
ご ご

５時
じ

１５分
ふん

 

℡ ２８－１４８０  ２８－１４５５ 

利
り

 用
よう

 時
じ

 間
かん

 午前
ご ぜ ん

９時２０分
ふん

から午後
ご ご

４時
じ

３０分
ぷん

まで 

（４）事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

体制
たいせい

 

職
しょく

    種
しゅ

 

人
じん

員数
いんすう

及び
お よ び

勤務
き ん む

形態
けいたい

 

職
しょく

 務
む

 の 内
ない

 容
よう

 

所
しょ

     長
ちょう

（ 管理者
か ん り し ゃ

） 
１名

めい

（兼務
け ん む

） 

事業所
じぎょうしょ

の一元的
いちげんてき

管理
か ん り

を行
おこな

います 

介
かい

 護
ご

 課
か

 長
ちょう

 １名
めい

（兼務
け ん む

） 従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対する
た い す る

助言
じょげん

指導
し ど う

を行
おこな

います 

庶
しょ

 務
む

 課
か

 長
ちょう

 

１名
めい

（兼務
け ん む

） 

所長
しょちょう

の業務
ぎょうむ

を補佐
ほ さ

し、管理者
か ん り し ゃ

不在
ふ ざ い

の時
とき

は代行
だいこう

しま

す 

事
じ

  務
む

  員
いん

 １名
めい

（兼務
け ん む

） 会計
かいけい

庶務
し ょ む

一般
いっぱん

に関する
か ん す る

ことを行
おこな

います 

生
せい

 活
かつ

 相
そう

 談
だん

 員
いん

 ５名
めい

（兼務
け ん む

） 日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の介護
か い ご

並び
な ら び

に健康
けんこう

保持
ほ じ

のための相談
そうだん

・

助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

います。 介
かい

 護
ご

 係長
かかりちょう

 １名
めい

（兼務
け ん む

） 

介
かい

  護
ご

  員
いん

 ６名
めい

 健康
けんこう

管理
か ん り

や療養上
りょうようじょう

の世話
せ わ

を行
おこな

います。 

看
かん

 護
ご

 職
しょく

 員
いん

 

１名
めい

 

２名
めい

（兼務
け ん む

） 

心身
しんしん

の状況
じょうきょう

に応じた
お う じ た

看護
か ん ご

・診療
しんりょう

の補助
ほ じ ょ

を行
おこな

いま

す 

機能
き の う

訓練
くんれん

指導員
し ど う い ん

 １名
めい

 心身
しんしん

の状況
じょうきょう

に応じた
お う じ た

機能
き の う

訓練
くんれん

を行
おこな

います 
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３．サービス
さ ー び す

の主
しゅ

たる対象者
たいしょうしゃ

について（該当
がいとう

する障害
しょうがい

種別
しゅべつ

を記入
きにゅう

） 

生
せい

 活
かつ

 介
かい

 護
ご

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

(１８歳未満の者を除く) 

 

４．提供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の内容
ないよう

と料金
りょうきん

および利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

額
がく

について 

（１）提供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の内容
ないよう

について 

（ア）送迎
そうげい

 

ご利用
り よ う

日
び

に身体
しんたい

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、リフトバス等
とう

にご乗車
じょうしゃ

いただき、自宅
じ た く

より

快適
かいてき

に送迎
そうげい

させていただきます。（尚
なお

 送迎
そうげい

順路
じゅんろ

等
とう

で多少
たしょう

の時間差
じ か ん さ

が生
しょう

じる場合
ば あ い

があります） 

（イ）健康
けんこう

チェック 

看護
か ん ご

職員
しょくいん

が血圧
けつあつ

測定
そくてい

、脈拍
みゃくはく

、検温
けんおん

、体重
たいじゅう

等
とう

の健康
けんこう

チェックを行
おこな

います。 

（ウ）入浴
にゅうよく

 

  職員
しょくいん

が介助
かいじょ

して、広い
ひ ろ い

浴槽
よくそう

でゆっくり入浴
にゅうよく

していただきます。また、身体
しんたい

の

不自由
ふ じ ゆ う

な方
かた

には、特殊
とくしゅ

浴槽
よくそう

装置
そ う ち

等
とう

により快適
かいてき

に入
にゅう

浴
よく

していただきます。 

 （エ）食事
しょくじ

 

  管理
か ん り

栄養士
え い よ う し

が皆様
みなさま

の健康
けんこう

を考え
かんがえ

、栄養
えいよう

と利用者
り よ う し ゃ

の身体
しんたい

状 況
じょうきょう

に配慮
はいりょ

したバラエ

ティに富
と

んだ食事
しょくじ

を提供
ていきょう

し、ゆっくり会食
かいしょく

していただきます。 

 （オ）日常
にちじょう

動作
ど う さ

訓練
くんれん

 

趣味
し ゅ み

並
なら

びにレクリェーション等
とう

により、楽
たの

しみながら心身
しんしん

の健康
けんこう

維持
い じ

、機能
き の う

低下
て い か

防止
ぼ う し

を行
おこな

います。 

（カ）生活
せいかつ

相談
そうだん

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

の上
うえ

で、困
こま

っていること、悩
なや

んでいることなどありましたら、お気軽
き が る

にご相
そう

談
だん

ください。 
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 （キ）休息
きゅうそく

 

     心身
しんしん

の休養
きゅうよう

のため、ベッド
べ っ ど

にてゆっくり休
やす

んでいただきます。 

 （ク）排泄
はいせつ

 

皆様
みなさま

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて適切
てきせつ

な排泄
はいせつ

介助
かいじょ

を行う
おこなう

と共
とも

に、排泄
はいせつ

の自立
じ り つ

についても

真心
まごころ

のこもった援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

 （ケ）その他
た

 

ご利用
り よ う

の皆様
みなさま

の生活
せいかつ

を実り
み の り

あるものとするため、四季折々
し き お り お り

の行事
ぎょうじ

を取
と

り入
い

れ楽
たの

しんでいただきます。 

（２）従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

の禁止
き ん し

行為
こ う い

 

   従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

はサービスの提供
ていきょう

にあたって次
つぎ

の行為
こ う い

は行
おこな

いません。 

（ア）医療
いりょう

行為
こ う い

 

（イ）利用者
り よ う し ゃ

又
また

は家族
か ぞ く

の金銭
きんせん

、預貯金
よ ち ょ き ん

通帳
つうちょう

、証書
しょうしょ

、書類
しょるい

などの預
あず

かり 

（ウ）利用者
り よ う し ゃ

又
また

は家族
か ぞ く

からの金銭
きんせん

、物品
ぶっぴん

、飲食
いんしょく

の授受
じゅじゅ

 

（エ）利用者
り よ う し ゃ

の同居
どうきょ

家族
か ぞ く

に対
たい

するサービス 

利用者
り よ う し ゃ

の居室
きょしつ

以外
い が い

の居室
きょしつ

、庭
にわ

等
など

の敷地
し き ち

の掃除
そ う じ

、草刈り
く さ か り

、植物
しょくぶつ

の水
みず

やり等
など

。 

（オ）利用者
り よ う し ゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の範囲
は ん い

を超
こ

えたサービス（大掃除
お お そ う じ

、庭
にわ

掃除
そ う じ

など） 

（カ）利用者
り よ う し ゃ

の居宅
きょたく

での飲酒
いんしゅ

、喫煙
きつえん

、飲食
いんしょく

 

（キ）身体
しんたい

拘束
こうそく

その他
た

利用者
り よ う し ゃ

の行動
こうどう

を制限
せいげん

する行為
こ う い

 

    (利用者
り よ う し ゃ

又
また

は第三者
だいさんしゃ

等
など

の生命
せいめい

や身体
しんたい

を保護
ほ ご

するため緊急
きんきゅう

やむを得
え

ない場合
ば あ い

を除く
の ぞ く

) 

（ク）利用者
り よ う し ゃ

又
また

は家族
か ぞ く

に対
たい

して行
おこな

う宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

、政治
せ い じ

活動
かつどう

、営利
え い り

活動
かつどう

、その他
た

の迷惑
めいわく

行為
こ う い

 

 

（３）サービスの料金
りょうきん

と利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

額
がく

について 

  介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

によるサービスを提供
ていきょう

した際
さい

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

等
など

の給付
きゅうふ

を市町村
しちょうそん

から
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直接
ちょくせつ

受
う

け取
と

る（代理
だ い り

受領
じゅりょう

する）場合
ば あ い

、サービス利用
り よ う

料金
りょうきん

（厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

の定
さだ

める基準
きじゅん

によ

り算出
さんしゅつ

した額
がく

）のうち利用者
り よ う し ゃ

負担分
ふ た ん ぶ ん

を事
じ

業者
ぎょうしゃ

にお支払
し は ら

いいただきます。 

（ア）共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

利用料
りようりょう

 

区分
く ぶ ん

 利用料
りようりょう

 負担
ふ た ん

上限
じょうげん

額
がく

 

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

 ６，９８０円 ６９８円 

食費
しょくひ

(おやつ代
だい

含
ふく

む) 実
じつ

  費
ぴ

 ７００円 

 

◆利用者
り よ う し ゃ

の依頼
い ら い

により、利用者
り よ う し ゃ

及び
お よ び

その世帯
せ た い

としての上限
じょうげん

額
がく

を超
こ

えた事
じ

業者
ぎょうしゃ

が利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

額
がく

を徴 収
ちょうしゅう

しないよう、利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

額
がく

の徴 収
ちょうしゅう

方法
ほうほう

の管理
か ん り

を行
おこな

った場合
ば あ い

は、以下
い か

の

料金
りょうきん

が加算
か さ ん

されます。 

内 容
な い よ う

 利用料
りようりょう

 利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

額
がく

  

利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

額
がく

管理
か ん り

加算
か さ ん

 １，５００円
えん

 １５０円
えん

 １月
つき

あたり 

 

※ サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

時
じ

間数
かんすう

は、実際
じっさい

にサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に要
よう

した時間
じ か ん

ではなく、個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

等
とう

に位置
い ち

づけた時間数
じ か ん す う

によるものとします。なお、計画
けいかく

時
じ

間数
かんすう

と実際
じっさい

にサービス提供
ていきょう

に要
よう

した時間
じ か ん

が大
おお

幅
はば

に異
こと

なる場合
ば あ い

は、個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

等
とう

の見直
み な お

しを行
おこな

います。 

※ 介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

等
など

について事
じ

業者
ぎょうしゃ

が代理
だ い り

受領
じゅりょう

を行
おこな

わない(利用者
り よ う し ゃ

が償還
しょうかん

払
ばら

いを希望
き ぼ う

する)

場合
ば あ い

は、介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

等
など

の全額
ぜんがく

をいったんお支払
お し は ら い

いただきます。この場合
ば あ い

、「サービス

提供
ていきょう

証明書
しょうめいしょ

」を交付
こ う ふ

しますので、「領収書
りょうしゅうしょ

」を添
そ

えてお住ま
お す ま

いの市町村
しちょうそん

に介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

等
など

の支給
しきゅう

(利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

額
がく

を除
のぞ

く)を申請
しんせい

してください。 

 

５．利用料
りようりょう

の請求
せいきゅう

および支払
し は ら

い方法
ほうほう

について 

  利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

額
がく

及び
お よ び

その他
た

の費用
ひ よ う

について、サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

した月
つき

の翌月２０日
か

までに

請求
せいきゅう

しますので、請求
せいきゅう

月
づき

の末日
まつじつ

までに、下記
か き

のいずれかの方法
ほうほう

によりお支払
し は ら

い下
くだ

さ
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い。 

  (ア)口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

（翌月
よくつき

２７日
にち

） 

(イ)現金
げんきん

支払
し は ら

い 

  (ウ)事業所
じぎょうしょ

指定
し て い

口座
こ う ざ

への振
ふ

り込
こ

み 

 お支払
し は ら

いを確認
かくにん

しましたら、領収書
りょうしゅうしょ

を発行
はっこう

し送
そう

付
ふ

します。 

 

６．サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

にあたっての留意
りゅうい

事項
じ こ う

 

 （１）市町村
しちょうそん

の支給
しきゅう

決定
けってい

内容
ないよう

等
とう

の確認
かくにん

 

   サービスの提供
ていきょう

に先立
さ き だ

って、受給者証
じゅきゅうしゃしょう

に記載
き さ い

された支給量
しきゅうりょう

・支給内容
ないよう

・利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

額
がく

を確認
かくにん

させていただきます。受給者証
じゅきゅうしゃしょう

の住所
じゅうしょ

、支給量
しきゅうりょう

などに変更
へんこう

があ

った場合
ば あ い

は速やか
す み や か

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

にお知
し

らせください。 

（２）生活
せいかつ

介護
か い ご

計画
けいかく

等
とう

の変更
へんこう

等
とう

 

   生活
せいかつ

介護
か い ご

計画
けいかく

等
など

は、利用者
り よ う し ゃ

等
とう

の心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

や意向
い こ う

などの変化
へ ん か

により、必要
ひつよう

に応
おう

じて変更
へんこう

することができます。 

   また、サービス利用
り よ う

の変更
へんこう

・追加
つ い か

は、従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

の稼働
か ど う

状 況
じょうきょう

により利用者
り よ う し ゃ

が希望
き ぼ う

す

る時間
じ か ん

にサービスの提供
ていきょう

ができないことがあります。その場合
ば あ い

は、他
ほか

の利用
り よ う

可能
か の う

日時
に ち じ

を利用者
り よ う し ゃ

に提示
て い じ

する等
など

必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

をいたします。 

 

 

７．虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

について 

  事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、利用者
り よ う し ゃ

等
とう

の人権
じんけん

の擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

等
とう

のために、下記
か き

の対策
たいさく

を講
こう

じま

す。 

（１）虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する責任者
せきにんしゃ

を選定
せんてい

しています。 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する責任者
せきにんしゃ

 所長
しょちょう

 情野
せ い の

 由美
ゆ み
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（２）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

を支援
し え ん

します。 

（３）苦情
くじょう

解決
かいけつ

体制
たいせい

を整備
せ い び

しています。 

（４）従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

を啓発
けいはつ

・普及
ふきゅう

するための研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

 

８．身体
しんたい

拘束
こうそく

について 

   身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

の適正化
てきせいか

を図
はか

るために、次
つぎ

に掲
かか

げるとおり必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じます。 

 （１）身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

の適正化
てきせいか

のための指針
し し ん

を整備
せ い び

しています。 

（２）利用者
りようしゃ

又
また

は他
た

の利用者
りようしゃ

等
とう

の生命
せいめい

又
また

は身体
か ら だ

を保護
ほ ご

するため緊急
きんきゅう

やむを得
え

ない場合
ば あ い

 

   を除
のぞ

き、身体的
しんたいてき

拘束
こうそく

等
とう

は行
おこな

いません。 

（３）緊急
きんきゅう

やむを得
え

えず身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

を行
おこな

う場合
ば あ い

には、その方法
ほうほう

及
およ

び時間
じ か ん

、その際
さい

の利
り

 

   用者
ようしゃ

の心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

及
およ

び緊急
きんきゅう

やむを得
え

ない理由
り ゆ う

その他
た

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を記録
き ろ く

します。 

（４）身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

の適正化
てきせいか

を図
はか

るための対策
たいさく

を検討
けんとう

する委員会
いいんかい

を定期的
ていきてき

に開催
かいさい

するとと 

   もに、その結果
け っ か

について、従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

ります。 

 （５）身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

の適正化
てきせいか

を図
はか

るために、研修
けんしゅう

を定期的
ていきてき

に実施
じ っ し

します。 

９．衛生
えいせい

管理
か ん り

等
とう

 

   事業所
じぎょうしょ

において感染症
かんせんしょう

の発生
はっせい

、又
また

はまん延
えん

しないよう次
つぎ

に掲
かか

げる措置
そ ち

を講
こう

じます。 

 （１）事業所
じぎょうしょ

における感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

及
およ

びびまん延
えん

防止
ぼ う し

のための指針
し し ん

を整備
せ び

しています。

（２）感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

及
およ

びまん延
えん

防止
ぼ う し

のための対策
たいさく

を検討
けんとう

する委員会
いいんかい

を定期的
ていきてき

に開催
かいさい

す 

    るとともに、その結果
け っ か

について従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に周知
しゅうち

徹底
てってい

します。 

 （３）従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

及
およ

びまん延防止
えんぼうし

のための研修
けんしゅう

及
およ

び訓練
くんれん

を定期的
ていきてき

 

に実施
じ っ し

します。 

１０．業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

について 

 （１）感染症
かんせんしょう

や非常
ひじょう

災害
さいがい

の発生
はっせい

した場合
ば あ い

でも、利用者
りようしゃ

に対する介護
か い ご

サービスが継続的
けいぞくてき

に 

提供
ていきょう

できるよう業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

に向
む

けた計画
けいかく

を策定
さくてい

し、当該
とうがい

業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

に従
したが

って必
ひつ

 

要
よう

な措置
そ ち

を講
こう

じます。 
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 （２）従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

について周知
しゅうち

するとともに、必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

及
およ

び訓
くん

 

練
れん

を定期的
ていきてき

に実施
じ っ し

します。 

 （３）業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

の見直
み な お

しを定期的
ていきてき

に行
おこ

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

の変更
へんこう

を行
おこ

い 

ます。 

１１．秘密
ひ み つ

の保持
ほ じ

と個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

について 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

は、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

をする上
うえ

で知
し

り得
え

た利用者
り よ う し ゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

の

秘密
ひ み つ

を正
せい

当
とう

な理由
り ゆ う

もなく、第三者
だいさんしゃ

に漏
も

らしません。 

事業所
じぎょうしょ

は、従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に業務上
ぎょうむじょう

知
し

り得
え

た利用者
り よ う し ゃ

又
また

はその家族
か ぞ く

の秘密
ひ み つ

を保持
ほ じ

させるため、

従
じゅう

業
ぎょう

者
しゃ

でなくなった後
あと

においても、その秘密
ひ み つ

を保持
ほ じ

するべき旨
むね

を、従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

と雇用
こ よ う

契約
けいやく

の内容
ないよう

とします。 

 

１２．緊急
きんきゅう

時
じ

の応対
おうたい

方法
ほうほう

について 

サービス提供中
ていきょうちゅう

に、利用者
り よ う し ゃ

に病 状
びょうじょう

の急変
きゅうへん

が生
しょう

じた場合
ば あ い

その他
た

必要
ひつよう

な場合
ば あ い

は、速
すみ

やかに主
しゅ

治
じ

の医師
い し

への連絡
れんらく

を行
おこな

う等
など

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じるとともに、利用者
り よ う し ゃ

が 予
あらかじ

め

指定
し て い

する連絡先
れんらくさき

にも連絡
れんらく

します。 

（１）利用者
り よ う し ゃ

のかかりつけ医療
いりょう

機関
き か ん

 

医療
いりょう

機関名
き か ん め い

  診療科
しんりょうか

  

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

  

主
しゅ

 治
じ

 医
い

 （氏名
し め い

） 電話番号
で ん わ ば ん ご う

 －   － 

（２）緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

 

連絡先
れんらくさき

① 

氏 名
し め い

：              続
ぞく

 柄
がら

： 

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

： 

電話番号
で ん わ ば ん ご う

：   －   － 

（３）事業所
じぎょうしょ

の協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
き か ん
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医療
いりょう

機関名
き か ん め い

 舟山
ふなやま

病院
びょういん

 診療科
しんりょうか

 内科
な い か

、外科
げ か

、整形
せいけい

外科
げ か

 

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

 山形県
やまがたけん

米沢市駅
よねざわしえき

前
まえ

２丁目
 ち ょ う め

４番８号
 ば ん  ご う

 

代
だい

 表
ひょう

 者
しゃ

 鬼
き

満
まん

 圭一
けいいち

 電話番号
で ん わ ば ん ご う

 ０２３８－２３－４４３５ 

 

１３．事故
じ こ

発生
はっせい

時
じ

の対応
たいおう

方法
ほうほう

について 

利用者
り よ う し ゃ

に対
たい

する居宅
きょたく

介護
か い ご

等
とう

の提供
ていきょう

により事故
じ こ

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

は、県
けん

、市町村
しちょうそん

及び
お よ び

利用者
り よ う し ゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に連絡
れんらく

を行
おこな

うとともに必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じ、事故
じ こ

の状 況
じょうきょう

及
およ

び事故
じ こ

に際
さい

して取
と

った処遇
しょぐう

について記録
き ろ く

します。 

また、万一
まんいち

の事故
じ こ

に備え
そ な え

、下記
か き

の損害
そんがい

保険
ほ け ん

に加入
かにゅう

するものとし、賠償
ばいしょう

すべき事故
じ こ

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

は、損害
そんがい

賠償
ばいしょう

を適切
てきせつ

かつ速
すみ

やかに行
おこな

うものとします。 

（１）損害
そんがい

保険会
ほ け ん が い

社名
しゃめい

 あいおいニッセイ同和
ど う わ

損害
そんがい

保険
ほ け ん

（株
かぶ

） 

（２）損害
そんがい

保険
ほ け ん

の種類
しゅるい

 介護
か い ご

社会福祉
しゃかいふくし

施設
し せ つ

賠
ばい

責
せき

特約
とくやく

 

（３）損害
そんがい

保険
ほ け ん

の内容
ないよう

  

     ①対人
たいじん

賠償
ばいしょう

     １億円
おくえん

 

     ②対物
たいぶつ

賠償
ばいしょう

 １，０００万円
まんえん

  

 

１４．サービス内容
ないよう

に関する
か ん す る

苦情
くじょう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

（１）当事業所
とうじぎょうしょ

の苦情
くじょう

・要望
ようぼう

の受付
うけつけ

窓口
まどぐち

 

受付
う け つ け

窓口
まどぐち

 

窓 口
ま ど ぐ ち

担 当 者
た ん と う し ゃ

：庶務
し ょ む

課長兼
かちょうけん

居宅
きょたく

支援
し え ん

課長
かちょう

 松村
まつむら

 勇
いさむ

 

         介護
か い ご

課長
かちょう

 佐藤
さ と う

 弥生
や よ い

 

苦情
くじょう

解決
かいけつ

責任者
せきにんしゃ

：所長
しょちょう

  情野
せ い の

 由美
ゆ み

 

受
うけ

  付
つけ

  日
び

：月曜日
げ つ よ う び

から土曜日
ど よ う び

。ただし、お盆、１２月
がつ

２９日
にち

から

１月
がつ

３日
か

までを除く
の ぞ く

。 

受
うけ

 付
つけ

 時
じ

 間
かん

：午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

５時
じ
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電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

：０２３８－２８－１４８０ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号
ば ん ご う

：０２３８－２８－１４５８ 

第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

 

堤
つ つ み

 全 隆
ぜんりゅう

：電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０２３８－２８－４０５２ 

今 成
い ま な り

 幸
ゆ き

裕
ひろ

：電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０２３８－２３－０３９０ 

清
せい

 野
の

 利
とし

 洋
ひろ

：電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０９０－９６３２－６９３８ 

また、苦情
くじょう

受付
うけつけ

ボックスを事務所前
じ む し ょ ま え

に設置
せ っ ち

しています。 

（２）行政
ぎょうせい

機関
き か ん

その他
  た

苦情
くじょう

受付
うけつけ

機関
き か ん

 

   本事業所
ほんじぎょうしょ

では解決
かいけつ

できない苦情
くじょう

や虐待
ぎゃくたい

等
など

の相談
そうだん

は、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

又
また

は社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

に

設置
せ っ ち

された運営
うんえい

適正化
て き せ い か

委員会
い い ん か い

に申
もう

し立
た

てることができます。 

米沢市
よ ね ざ わ し

役所
やくしょ

 

福
ふく

 祉
し

 課
か

 

所
し ょ

在
ざ い

地
ち

：米沢市
よ ね ざ わ し

金池
かないけ

５丁目
ちょうめ

２番２５号
ば ん   ご う

 

受
う け

 付
つ け

 日
び

：月曜日
げ つ よ う び

から金曜日
き ん よ う び

。ただし、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から１月
がつ

３日
にち

までを除く
の ぞ く

。 

受
う け

付
つ け

時
じ

間
かん

：午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

５時
じ

 

電
で ん

話
わ

番
ば ん

号
ごう

：０２３８－２２－５１１１ 

山形県
やまがたけん

福祉
ふ く し

サー

ビス運営
うんえい

適正化
て き せ い か

委員会
い い ん か い

 

所
し ょ

在
ざ い

地
ち

：山形市
や ま が た し

小白川
こ じ ら か わ

二丁目
に ち ょ う め

３番３１号
ば ん   ご う

 

受
う け

付
つ け

日
び

：月曜日
げ つ よ う び

から金曜日
き ん よ う び

 

受
う け

付
つ け

時
じ

間
かん

：午前
ご ぜ ん

９時
じ

から午後
ご ご

５時
じ

 

電
で ん

話
わ

番
ば ん

号
ごう

：０２３－６２６－１７５５ 

ＦＡＸ番 号
ばんごう

：０２３－６２６－１７７０ 

令和
れ い わ

   年
ねん

   月
がつ

   日
にち

 

指定
し て い

共生型
きょうせいがた

生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

の提供
ていきょう

及び
お よ び

利用
り よ う

の開始
か い し

に際
さい

し、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づき重要
じゅうよう

事項
じ こ う

の

説明
せつめい

を行
おこ

ないました。 

事 業 所
じ ぎ ょ う し ょ

名 称
め い し ょ う

 ： 万世
ばんせい

園
えん

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

 

説
せ つ

 明
め い

 者
し ゃ

 名
めい

 ： 生活
せいかつ

相談員
そうだんいん
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私
わたし

は、本書面
ほんしょめん

に基づいて
も と づ い て

事
じ

業者
ぎょうしゃ

から指定
し て い

居宅
きょたく

介護
か い ご

等
とう

の提供
ていきょう

及
およ

び利用
り よ う

について重要
じゅうよう

事項
じ こ う

の説
せつ

明
めい

を受
う

け、同意
ど う い

しました。 

 

利 用 者
り よ う し ゃ

住 所
じゅうしょ

：                          

 

利 用 者
り よ う し ゃ

氏 名
し め い

：                          

 

家族
か ぞ く

(代理人
だいりにん

)住所
じゅうしょ

：                         

（代
だい

筆者
ひつしゃ

） 

家族
か ぞ く

(代理人
だいりにん

)氏名
し め い

：                          

（代
だい

筆者
ひつしゃ

）  

続 柄
ぞ く が ら

：         

※なお、利用者
りようしゃ

が、心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

により署名
しょめい

できない場合
ば あ い

は、代
だい

筆者
ひつしゃ

が記名
き め い

し 

代筆者名
だいひつしゃめい

を署名
しょめい

する。 

「指定居宅介護支援」重要事項説明書 

（含介護予防ケアマネジメント・介護予防サービス計画） 
 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

  （米沢市第０６７０４０００４３） 

 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサー

ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．施設経営法人 

（１）法 人 名      社会福祉法人 米沢栄光の里 

（２）法人所在地      米沢市万世町梓山５４９４－１ 

（３）電話番号       ０２３８－２９－０３１０ 

（４）代表者氏名      理事長 菅野 智幸 

（５）設立年月日      昭和４４年 ９月２０日 
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２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定居宅介護支援事業所 

               平成１１年１０月１日指定 米沢市 0670400043 号 

（２）事業所の目的     介護保険法令に従い､利用者がその居宅において、その有する能力に応 

じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように支援する。 

（３）事業所の名称     万世園居宅介護支援事業所 

（４）事業所の所在地    山形県米沢市万世町牛森４１７２番５ 

（５）電話番号       ０２３８－２８－１４５６ 

（６）事業所長氏名     所 長  情 野 由 美 

（７）当事業所の運営方針 

（ア）事業所は、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常

生活を営むことができるよう、必要な居宅介護サービス計画を提供することにより、利用者

の心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。 

（イ）事業所の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（ウ）事業所の介護支援専門員は、地域包括支援センターからの困難ケースを含め、全ての  

ご利用者に対し、公平、中立の立場で支援するものとする。 

  （８）開設年月日   平成１２年４月１日 

 

 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業実施地域  米沢市、高畠町、南陽市、川西町 

（２）営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日～金曜日           土･日･祝日及び 

１２／２９～１／３まで、墓参休暇２日間は休み 

営 業 時 間 ８時４５分～１７時３０分 

        ◯電話等により常時連絡可能です。 

 

４．職員の配置状況 

  事業所では指定居宅介護支援サービスを提供する職員として以下の職種の職員を配置しています。 

    

 

 

 

 

 

 

５．当該事

業所が提供するサービスと利用料金 

（１）サービスの内容 

   ①居宅介護支援業務の実施 

ア）指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は   

その家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行いま

す。 

       イ）指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等

を紹介するよう求めることができ、また居宅サービス計画原案に位置付けた指定居

職        種 人数 職務の内容 

所   長 １名（常勤兼

務） 

従業者の管理及び業務の一元的管理 

管 理 者 １名（常勤兼務） サービス利用申し込みに係る調整、業務の実施

状況の把握 

介護支援専門員 ２名（１名兼務） 事業の提供にあたる 

事 務 員 １名（常勤兼務）  会計庶務に関する事 
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宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

       ウ）前 6 か月間に作成された居宅サービス計画の総数のうち訪問介護、通所介護、福祉

用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅介護サービス計

画の数が占める割合、前 6 か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型

サービス事業者によって提供されたものが占める割合等について説明を行います。

（別紙） 

② 居宅サービス計画の作成 

       利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、利用者及び家族の希望を 

考慮し居宅介護サービス、保健医療サービス、福祉サービス（以下「指定居宅サービス」 

という。）が総合的、効率的に提供されるよう配慮して居宅サービス計画を作成します。 

ア）利用者が医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師

等や入院中の医療機関の医師等の意見を求めるとともに、より円滑に連携を図れる

よう、意見を求めた主治の医師等に、作成した居宅サービス計画書を交付します。 

イ）居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を位置づける場合は、居宅

サービス計画に必要な理由を記載するとともに、利用者が継続して福祉用具貸与を

受ける場合は必要性について専門職等からの意見を聴取し検証します。 

その他、一部の福祉用具について貸与と販売が選択できる場合があります。その際

は利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職等の意見、

利用者の身体状況等を踏まえ提案します。 

     ③ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者 

等との連絡調整を行います。 

     ④ サービス提供に係るサービス担当者会議はテレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を 

       介したコミュニケーションが可能な機器）を活用して行う場合もあります。その場合は、 

ご利用者、又はご家族に同意を頂きます。※ 

     ⑤ 利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービ

ス計画の実施状況を把握します。またこれに基づく給付管理表の提出を行うとともに、

必要に応じて居宅サービス計画の変更、その他の便宜を提供します。 

       また状況把握と評価（モニタリング）においてテレビ電話、その他の情報通信機器を活

用して行う場合があります。その場合は下記の要件を満たしていることを確認したうえ

で実施させていただきます。※ 

ア）利用者に対しテレビ電話装置等による面接の具体的な実施方法を説明し、同意を頂

きます。 

イ）主治の医師等による医学的観点からの意見を踏まえ、サービス担当者会議等におい

て利用者の心身の状況が安定していること、利用者がテレビ電話装置等を介しても

利用者の居宅で面接を行う場合と同程度の対応ができること（家族等の操作を含む）

を確認したうえで総合的に判断します。 

ウ）画面越しでは確認できない健康状態や住環境等の情報についてはサービス事業所

の担当者の同意を得たうえで、連携により情報収集させていただきます。 

※テレビ電話装置等活用にあたっては個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守します。 

     ⑥ 利用者の意志を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

     ⑦ 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、事業所が変更を必要と判断した場合 

は、利用者と事業所双方の合意に基づき居宅サービス計画を変更します。 

     ⑧ 利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となった場合は、利用者の意志を確認 

の上、介護保険施設の紹介その他の便宜を提供します。 

 

６．虐待防止の推進について 
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      事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げると  

おり必要な措置を講じます 

ア）虐待防止のための指針を整備しています。 

イ）従業者に対し虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

ウ）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市

町村に通報します。 

 

７．身体拘束について 

      身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます 

ア）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等は行いません。 

イ）身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

８．衛生管理等 

      事業所において感染症の発生、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じます。 

      ア）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果について従業者に周知徹底します。 

      イ）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

      ウ）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

９．業務継続計画について 

      ア）感染症や非常災害の発生した場合でも、利用者に対する介護サービスが継続的に提供

できるよう業務継続に向けた計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を

講じます。 

      イ）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

      ウ）業務継続計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

（２）サービス利用料金 

事業所が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領

する場合（法定代理受領）は利用者の自己負担はありません。 

但し、利用者の介護保険料の滞納等により法定代理受領が出来ないときは下記の料金を

一旦お支払い下さい。 

        名    称      基 本 金 額 

居宅介護支援費

（Ⅱ） 

要介護１・要介護２   １０，８６０円  

要介護３・要介護４・要介護５   １４，１１０円 

特別地域加算   所定の単位数の１５／１００ 

加算 

初期加算    ３，０００円 

入院時情報連携加算Ⅰ    ２，５００円 

入院時情報連携加算Ⅱ    ２，０００円 

通院時情報連携加算      ５００円 

退院退所加算 ４，５００円～９，０００円 

ターミナルケアマネジメント加算    ４，０００円／月 
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  （介護予防支援・介護予防ケアマネジメント） 

各地域包括支援センターより委託  要支援１・２及び事業対象者  ４，０２０円 

  （３）サービスの終了 

      契約期間は契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間までですが、その２日前まで

利用者から契約終了の申し出がない場合、同じ条件で更新され以降も同様となりますが、以

下の事項に該当するに至った場合には契約は終了します。 

      ① 利用者が死亡した場合 

      ② 要介護認定により利用者が自立と認定された場合 

      ③ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

      ④ 事業所がやむを得ない事情により閉鎖した場合 

      ⑤ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

      ⑥ 契約書第１４条から第１６条に基づき契約が解約又は解除された場合 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替 

① 事業所からの介護支援専門員の交替 

        事業所の都合により、利用者にサービス利用上の不利益が生じないよう配慮した上で

介護支援専門員を交替させることがあります 

      ② 利用者からの交替の申し出 

        選任された介護支援専門員の交替を希望する場合は、その事由を明らかにして申し出

ることが出来ます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指定は出来ません 

  （３）医療との連携について 

ア）医療機関との連携促進のため、入院時には担当ケアマネージャーの氏名等を入院先医

療機関へ必ずお伝えください。 

イ）訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、介護支援専

門員自身が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の意思や歯科

医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

 

７．苦情の受付について 

当事業所における苦情の受付 

苦情受付窓口  居宅介護課長  松村 勇 

受付時間    毎週月曜日～金曜日 ８：４５～１７：３０ 

苦情受付箱   事業所入り口にボックスを設置しております。 

電話番号 ０２３８－２８－１４５６ ファックス ０２３８－２８－１４５８ 

 

苦情解決のための第三者委員 

     氏 名     堤   全 隆  ０２３８－２８－４０５２ 

             今 成 幸 裕  ０２３８－２３－０３９０ 

             清 野 利 洋  ０９０－９６３２-６９３８ 

   その他の受付 

米沢市等の行政機関の他、山形県福祉サービス運営適正化委員会が受付けます。 

 

 

令和  年  月  日 

 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
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万世園居宅介護支援事業所 

 

介護支援専門員                  

 

                                 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から指定居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。 

 

 

     利 用 者 住 所                            

 

 

           氏 名                            

 

 

代 理 人 住 所                            

    （代 筆 者） 

 

氏 名                 （続柄      ）  

 

テレビ電話、その他情報通信機器等を活用したモニタングに同意します。□ 
なお、利用者が、心身の状況により署名できない場合は、代筆者が記名し代筆者名を署名する。 

 

「特別養護老人ホーム万世園」重要事項説明書 
 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（山形県指定第０６７０４００３８１号） 

 

万世園はご利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

万世園のご利用は原則として要介護認定の結果「要介護」の認定を受けた方が対象とな

ります。介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。 

   目次  

   １．施設経営法人 

   ２．ご利用の施設 

    ３．施設の概要 
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    ４．職員の配置状況 

    ５．提供するサービスと利用料金 

    ６．施設を退所いただく場合 

    ７．施設ご利用にあたっての留意事項 

    ８．身元引受人 

    ９．虐待防止の推進について 

   １０．身体拘束等の適正化 

   １１．衛生管理等 

   １２．業務継続計画について 

   １３．個人情報の保護 

   １４. 事故発生の防止及び発生時の対応 

   １５．苦情の受付について 

１．施設経営法人 

（１）法 人 名    社会福祉法人 米沢栄光の里 

（２）法人所在地    米沢市万世町梓山５４９４－１ 

（３）電 話 番 号    ０２３８－２９－０３１０ 

（４）代表者氏名    理事長 菅野 智幸 

（５）設立年月日    昭和４４年９月２０日 

 

２．ご利用の施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設 

平成１２年４月１日指定 山形県 0670400381号 

（２）施設の目的    介護保険法令に従い､要介護状態にある高齢者に対し適切な施設サービスを提供 

する事を目的にする。 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム万世園 

（４）施設の所在地   山形県米沢市万世町牛森４１７２番５ 

（５）電 話 番 号    ０２３８－２８－１４５５ 

（６）施設長氏名    園 長  情 野 由 美 

（７）当施設の運営方針 

      ① 事業所は施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活の復帰を念頭におい 

て、入浴、排泄、食事の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生 

活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有す 

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 

② 事業所の従業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場にたって施設サー 

ビスを提供するように努める。 

③ 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、 

市町村、居宅支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス 
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事業者（居宅サービス事業をおこなう者をいう。）、他の介護保険施設、その他の保健医療 

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に 

努めるものとする。 

    （８）開設年月日  平成１２年４月１日 

    （９）利 用 定 員  入所生活介護 ８５名   

 ３．施設の概要    

（１）居室 

 〈居室の変更〉 

 ① 利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により事業所で可 

否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。 

    ② 感染症等により個室への入所の必要があると医師が判断した者（個室への入所期間が３ 

０日以内を目途とする） 

    ③ 著しい精神状態等により、他の同室者の心身状態に重大な影響を及ぼす恐れがあるとし 

て、個室が必要であると判断した場合。 

    ④ 事業所が利用者への適切なサービス提供を行うために必要と判断した場合。 

    ⑤ 上記に該当する場合は、家族又は代理人との協議の上実施するものといたします。 

（２）設備 食堂 機能訓練室 静養室 相談室 医務室 多目的ホール 

        浴槽（一般浴槽、車椅子浴槽、特殊浴槽があります） 

   （３）併設事業 

    ・短期入所生活介護  

    ・通所介護 

    ・訪問介護 

    ・居宅介護支援事業 

    ・福祉サービス事業 

４．職員の配置状況 

   指定介護福祉施設サービスを提供する職員として以下の職種と時間帯で職員を配置しています。 

   

職 種 常勤 
非常

勤 
勤務時間帯及び職務 

管 理 者 １名兼務  8:45～17:30   総括責任者 

生 活 相 談 員 １名以上 
 8:45～17:30   日常生活の相談に応じ適

宜生活支援を行う。 

介 護 支 援 専 門 員 １名以上  利用者の施設サービス計画を作成する。 

介 護 員 
35 名 以

上 
３名 

日常生活上の介護並びに健康保持のため

の相談・助言等を行う。 

早番勤務  6:30～15:15 

7:30～16:15 

普通勤務    8:30～17:15 

遅番勤務   10:15～19:00 

      10:30～19:15 

      13:00～21:45 

夜間勤務   21:40～翌朝 6:40(2 名) 

      21:40～翌朝 7:40(2 名） 

設 備 点 検 士 １名兼務 
 設備の保全・管理及び利用者の介護を行

う。 

看 護 職 員 ３名以上 ２名 

健康管理や療養上の世話を行う。 

早番勤務    7:00～15:45 

普通勤務    8:00～16:45 

１人部屋  11室 ２人部屋  43 室 ４人部屋  2 室 
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遅番勤務    9:30～18:15 

 

夜間については交代で自宅待機を行い緊

急時に備える。 

機 能 訓 練 指 導 員 １名  心身の状況に応じた機能訓練を行う。 

 医師  (内  科) 

   （歯 科） 

 

 

 

２名 

１名 

週２回（月曜日・金曜日）  14:00～16:00 

週１回（水曜日） 13:00～14:00 

管 理 栄 養 士 １名以上 
 管理栄養士が利用者の健康保持・増進を

はかるための栄養管理を行う。 

調 理 員 ７名兼務 

 

１名 

 

早番勤務  5:30～14:15 

普通勤務  8:30～17:15 

遅番勤務  10:45～19:30 

事 務 員 2名兼務  8:45～17:30 庶務全般 

 

５．事業所が提供するサービスと利用料金 

  事業所が提供するサービスについては、次の２つの場合があります。 

  （１）利用料金が介護保険から給付される場合 

  （２）利用料金の全額を利用者、家族又は代理人に負担していただく場合 

 

（１）介護保険の給付対象となるサービス（契約書第３条参照） 

  ① 食事 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と、利用者の身体状況、嗜好に配慮したバラエ

ティに富んだ食事を提供します。又、自立支援のため離床して食堂にて食事していただ

くことを原則としています。 

      （食事時間） 朝 食  ７:５０ ～  ８：３０ 

             昼 食 １１:４５ ～ １２：３０ 

             夕 食 １７:４０ ～ １８：２０   

   ② 入浴 

入浴前に看護職員により健康チェックを行い、週２回の入浴又は清拭を行います。 

利用者の状況により、普通浴槽、車椅子浴槽、特殊浴槽を利用できます。 

③ 排泄 

   利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても真心のこも

った援助を行います。 

   ④ 健康管理 

       嘱託医師により、週２回診察日を設けて、健康管理に努めます。 

看護職、介護職の連携を密にして利用者の健康管理に努めます。 

   ⑤ 機能訓練 

       利用者の心身等に応じた機能訓練を行い、身体機能の回復又はその減退を防止するよう

に努めます。 

   ⑥ 離床 

       生活のリズムを考慮し、又、寝たきり防止のため、出来るだけ離床に配慮します。 

   ⑦ 相談及び援助 

       利用者、家族及び代理人からのいかなる相談についても、誠意をもって応じ、可能な限

り必要な援助を行うよう努めます。 

   ⑧ 行政手続代行 

       行政機関に対する手続きが必要な場合には、利用者、家族又は代理人の状況によっては、

代行いたします。但し手続きに係る経費はその都度いただきます。 



51 

 

   ⑨ 金銭管理 

       利用者が金銭管理が困難な場合には、金銭管理サービスを利用できます。 

       事業所管理者が責任をもって管理します。 

   ⑩ その他 

ご利用中の生活を実りあるものとするため、四季折々の行事を取り入れ楽しんでいただ

きます。 （例）観桜会、盆踊り、ドライブ外出、餅つき等 

 

   〈サービス利用料金〉 

     下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用自己負担額と居室・食事 

に係る自己負担額の合計金額をお支払いください。 

 （従来型多床室） 

    

    

 

 

 

 

 

 

ご利用者の 

要介護度 

単位
 

 

１日当たりの負担金 

１割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

     要介護１ 589単位/日 589円 1,178円 1,767円 

   要介護２ 659単位/日 659円 1,318円 1,977円 

   要介護３ 732単位/日 732円 1,464円 2,196円 

   要介護４ 802単位/日 802円 1,604円 2,406円 

   要介護５ 871単位/日 871円 1,742円 2,613円 

 

  ・利用者がまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の金額をいったんお支払い 

いただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償 

還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載し 

た「サービス提供証明書」を交付します。 

  ・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者、家族又は代理人 

の負担額を変更します。 

・上記基本施設サービス費の他に、下記加算が発生した場合は自己負担額に追加されます。 

  

加算名 

 

単位数 

 

利用料金 

(×10.00円) 

自己負担額 

１割 ２割 ３割 

日常生活継続支援加算 36単位/日 360円  36円 72円 108円 

看護体制加算     （Ⅰ）ロ
 

4単位/日 40円  4円 8円 12円 

夜勤職員配置加算   （Ⅰ）ロ
 

13単位/日 130円  13円 26円 39円 

個別機能訓練加算       (Ⅰ) 12単位/日 120円 12円 24円 36円 

個別機能訓練加算    (Ⅱ) 20単位/月 200円  20円 40円 60円 

ADL維持等加算    (Ⅱ) 60単位/月 600円  60円 120円 180円 

外泊時費用加算 246円/日 2,460円 246円 492円 738円 

初期加算 30単位/日 300円  30円  60円 90円 

再入所時栄養連携加算      200単位/回 2,000円 200円 400円 600円 

口腔衛生管理加算   （Ⅱ） 110単位/月 1,100円 110円 220円 330円 
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療養食加算 6単位/回 60円  6円  12円 18円 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日以前31日以上45日以下 
72単位/日 720円  72円 144円 216円 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日以前４日以上30日以下 
144単位/日 1,440円  144円 288円 432円 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日前日及び前々日 
680単位/日 6,800円  680円 1,360円 2,040円 

看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日 
1,280単位/日 12,800円 1,280円 2,560円 3,840円 

在宅・入所相互利用加算 40単位/日 400円  40円   80円 120円 

褥瘡マネジメント加算    (Ⅰ) 3単位/月 30円   3円   6円  9円 

褥瘡マネジメント加算   （Ⅱ） 13単位/月 130円  13円   26円 39円 

排せつ支援加算     （Ⅰ） 10単位/月 100円  10円   20円 30円 

排せつ支援加算     （Ⅱ） 15単位/月 150円  15円   30円 45円 

排せつ支援加算     （Ⅲ） 20単位/月 200円  20円   40円 60円 

認知症専門ケア加算   （Ⅰ） 3単位/日 30円  3円    6円  9円 

認知症チームケア加算  （Ⅱ） 120単位/日 1,200円 120円  240円 360円 

科学的介護推進体制加算 （Ⅱ） 50単位/月 500円  50円  100円 150円 

安全対策体制加算(初日のみ) 20単位/月 200円  20円   40円 60円 

若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 1,200円 120円  240円 360円 

生産性向上推進体制加算 （Ⅱ） 10単位/月  100円  10円  20円  30円 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 50単位/月 500円 50円 100円 150円 

退所時情報提供加算 250単位/1回 2500円 250円 500円 750円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
 

 14.0％ 

   

・利用者が支払う額は、「介護負担割合証」に準じます。（１割～３割） 

  

 日常生活継続支援加算       

認知症高齢者等が一定割合以上入所して且つ介護福祉士資格を有する職員を一定の割合

配置   

看護体制加算 

ア．看護体制加算（Ⅰ） 常勤の看護師の配置     

夜間職員配置加算    

夜勤を行う職員配置基準を超えて職員配置 

個別機能訓練加算           

機能訓練指導員により個別機能訓練計画を実施した場合 

       ADL維持等加算 

        利用者の日常生活動作（ADL）をバーセルインデックスという 

        指標を用いて、６ヶ月ごとの状態変化がみられた場合 

外泊時費用  ※外泊時や入院時(入退院日除く) 1月につき６日を限度に算定 

初期加算                   
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入所に伴い様々な支援が必要なことから入所後 30日に限り加算 

再入所時栄養連携加算           

施設入所後、医療機関に入院後経管栄養等により入所時と大きく異なる栄養管理が必要と 

なった場合において、入院医療機関の管理栄養士と連携し再入所後の栄養管理に関する調 

整を行った場合 

口腔衛生管理加算          

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が、利用者に対し、口腔ケアを行った場合 

療養食加算                  

利用者の病状等に応じて、適切な栄養量及び内容の療養食の提供が行われた場合 

看取り介護加算 

医師が終末期であると判断した利用者について、看取り介護を行った場合 

在宅・入所相互利用加算       

入所期間終了に当たって、在宅での生活継続の支援に取り組んだ場合 

褥瘡マネジメント加算 

褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施

し、計画的に管理を行った場合 

排せつ支援加算           

排泄障害のため、排泄介助を要する利用者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、

その計画に基づき支援した場合 

     認知症専門ケア加算 

      認知症ケアに関する専門研修を修了した者を配置し、認知症のある方に対し専門性の高い 

ケアを提供した場合 

    認知症チームケア推進加算 

      認知症の行動・心理症状の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するため 

の平時からの取り組みを推進した場合。 

科学的介護推進体制加算 

   さまざまなケアにより記録している利用者の状態像に関する情報について、厚生労働省が 

 指定するデータベースに情報提供をし、得られるフィードバックをもとに、PDCAにより 

ケアの質を高めていく取組を行った場合 

       若年性認知症利用者受入加算 

      65歳未満で「若年性認知症」により要介護認定を受けサービスを利用した場合 

    生産性向上推進体制加算 

      介護現場におけるテクノロジーの導入活用し、利用者の安全並びに介護サービスの質の確 

保及び職員の負担の軽減を検討する委員会の開催と、必要な安全対策を講じた上で、生産 

性向上ガイドラインに基づいた業務改善活動を継続的に行っている場合 

協力医療機関連携加算（Ⅰ） 

協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、現病歴等の情報共有を行う会議 

を定期的に開催する。 

退所時情報提供加算 

医療機関へ退所する入所者等について、退所後医療機関に対して入所者等の同意を得て、 
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入所者等の心身の状況、生活歴を示す情報を提供する。（算定は 1回限り） 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

介護サービスに従事する介護職員等の賃金改善に充てる事が目的。 

  

 

   <居住費（滞在費）・食費の負担軽減（負担限度額認定）〉 

      世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けられてお

られる方の場合は、市町村へ申請することにより、「介護保険負担限度額認定証」が公布さ

れ、居住費（滞在費）・食費の負担が軽減される場合があります。 

      なお、居住費と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証

に記載している負担限度額とします。 

     

 

対象者 

 

区分 

利用者 

負担 

居住費  

  食 費 

 

多床室
 

従来型 

個室 

生活保護受給の方 

段階１
 

０円
 

380円 300円
 

世帯全員が 市町村民税非課税の 

老年福祉年金受給の方 

市町村民税非課税、且つ、 

本人年金収入等80万円以下

の方 

段階２
 

430円 480円 390円
 

非課税、且つ、本人年金収

入等が80万円超120万円以下

の方 

段階３ 

①  
430円 880円 650円

 

非課税、且つ、本人年金収

入等が120万円超の方 

段階３ 

②  
430円 880円 1,360円 

世帯に課税の方がいるか、 

本人が市町村民税課税の方
 段階４

 
915円 1,231円 1,445円

 

 

・入所期間中に入院した場合、入院期間中は１日についてベッド管理料として 915円いただき 

 ます（入院日及び退院日は除く） 

但し、入院中のベッドをショートステイ等で利用した場合にはいただきません。 

・食費の内訳 朝食 ３０５円  昼食 ６２０円  夕食 ５２０円 

 

 （２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第７条関係） 

     以下のサービスは、ご利用料金の金額が利用者の負担となります。 

  ① 特別な食事 

     利用者の希望に基づいて特別な食事を提供する場合。 

  ② おやつ代   おやつを召し上がる場合 １００円/日 

  ③ 金銭管理料 

     ・管理する金銭の形態  

       事業所の指定する金融機関に預けている預金 

     ・お預かりする物 

       上記預金通帳と金融機関への届け出た印鑑、小遣い程度の現金（１万以下） 

     ・保管管理者  
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       施設長 

     ・出納方法 

       保管管理者は上記の届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

       保管管理者は入出金記録を作成し、3か月ごとにその写しを利用者、家族及び後見人へ 

交付します。 

     ・ご利用料金 ２，０００円／月 

  ④ 理容費 理美容師の出張によるサービスをご利用いただけます。 

・ご利用料金 実費  

  ⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

      日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者、家族又は代理人に負担 

いただく事が適当であるものに係る費用の実費をご負担いただきます。但し、おむつ代は  

介護保険給付対象となっています。 

  ⑥ 電気料金 

      ５００円／月  

      ※他に家電製品持ち込み 1台につき５００円／月追加となります 

  ⑦ レクリエーション活動 

      利用者の希望によりレクリエーション等に参加していただくことが出来ます。 

     ・ご利用料金 材料代等の実費をご負担いただきます。 

  ⑧ 感染症予防対策 

      利用者及びご家族の意向を確認し、インフルエンザ等予防接種を行います。 

     ・ご利用料金 実費 

  ⑨ 利用者の移送に係る費用及び距離 

      利用者の通院が入院時の移送サービスを行います。ただし、米沢市外への通院の場合は、 

移送の料金をいただきます。 

     ・ご利用料金 米沢市外 １,８４０円 

 

（３）利用料のお支払い方法 （契約書第７条参照） 

    前記（１）、（２）の料金・費用は１か月毎に計算し、 毎月２０日までに前月分を請求いたしま 

すので、２５日までにお支払いください。１か月に満たない期間のご利用料金は利用日数に基 

づいて計算した金額とします。 

     お支払い方法は、≪口座振り込み≫≪口座振替≫≪現金支払い≫の中からご契約の際に選べま 

す。 

 

（４）利用中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、下記の協力医療機関において診療・入院治療を受けることが出来ま 

す。（但し下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。又、下 

記医療機関での診察入院を義務付けるものでもありません。） 

 

医療機関の名称  特定医療法人 舟山病院 

 所    在    地  米沢市駅前２丁目４－８ 

 診    療    科 総合内科 整形外科 外科 婦人科 眼科 小児科 

 

 

６．事業所を退所していただく場合 

   事業所との契約では、契約が終了する期日は特に定めていませんが、以下のような事由があった 

場合には、事業所との契約は終了し、ご利用者に退所していただくことになります。 
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 ①要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

 ②法人が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場

合 

 ③事業所の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった

場合 

 ④事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 ⑤利用者から退所の申し出があった場合 

 ⑥事業所から退所の申し出を行った場合 

 

 

 （１） 利用者からの退所の申し出  （契約書第 17.18条、参照） 

                                              （中途解約・契約解除） 

    契約の有効期間であっても、利用者から事業所の退所を申し出ることができます。その場合に

は、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。但し、以下の場合には、即

時に契約を解約・解除し、事業所を退所することができます。 

 

 ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

 ②事業所の運営規程の変更に同意できない場合 

 ③利用者が入院された場合 

 ④事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護老人福祉施設サ 

ービスを実施しない場合 

 ⑤事業所もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

 ⑥事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・
ざいぶつ

財 物・信用 

等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認 

められる場合 

 ⑦他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが 

ある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業所からの申し出により退所していただく場合（契約書第 19条参照） 

   以下の事項に該当する場合には、事業所から退所していただく場合があります。 

   

①利用者、家族又は代理人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につ

いて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせた場合 

 ②利用者によるサービス利用料金の支払いが3ケ月以上遅延し､相当期間を定めた 

催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

 ③利用者、家族又は代理人が、故意又は重大な過失により利用者又はサービス従事者も

しくは、他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は下記禁止行為を繰

り返すなど著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事

情を生じさせた場合 

 ※サービス利用にあたっての禁止行為 
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 １．事業所の職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

 ２．パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ケアハラスメント、カスタマー

ハラスメントなどの行為 

  ３．サービス利用中にご契約者本人以外の写真や動画の撮影、また録音などをイン 

ターネットなどに掲載すること 

 ④利用者が連続して31日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは 

入院した場合 

 ⑤利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した 

場合 

      ご利用中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

    ① 検査入院等、３０日以内の入院の場合 

     退院後再び事業所を利用することが出来ます。ただし、入院期間中は外泊時費用及び居住費 

     をご負担いただきます。 

  ② ３１日間以上の入院の場合 

   ３１日以上の入院が必要な場合には契約を解除いたします。但し、退院された場合には再 

び事業所に優先的に入所できるよう努めます。また、満室の場合でも短期入所生活介護（シ 

ョートステイ）を優先的に利用していただき、ベッドが空き次第に優先的に入所していただ 

きます。 

  （３）円滑な対処のための援助                （契約書第 20条参照） 

    利用者が事業所を退所する場合には利用者の希望により利用者の心身の状況、おかれて 

いる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を利用者に対して行います。 

      ・適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

・居宅介護支援事業者の紹介 

・その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

７．施設ご利用に当たっての留意事項 

（１）面   会： 朝８時４５分から夜７時まではいつでもお越し下さい。 

          但し、感染症等の状況によっては時間帯の変更や面会中止もあり得ます。 

（２）外出・外泊： 必ず行き先と帰る時間を従業者にお知らせ下さい。 

（３）飲酒・喫煙 ： 禁止しておりませんが、場所、時間を限定させていただいております。また、

利用者の健康状態及び他の利用者に迷惑をおよぼすような場合は制限させ

ていただくこともあります。 

（４）設備・器具の利用 ： 施設内の居室や設備、器具は用法に従ってご利用下さい。これに反 

              したご利用により 破損等が生じた場合、賠償していただく場合が 

ございます。 

（５）所持金の持ち込み ： 身の回り品についてはなるべく制限しない方針ですが、金銭及び貴 

              重品はその都度ご相談ください。 

（６）宗教活動・政治活動： 施設内での他の利用者に対する宗教活動や政治活動はご遠慮願い 

               ます。 

（７）ペット  ： ペットはご遠慮いただきます。 

８．身元引受人について 

  （１）事業所では、契約締結にあたり、身元引受人の設定をお願いしています。 

  （２）身元引受人は本重要事項説明書及び契約書における「家族」又は「代理人」とします。 

     「代理人」とは、縁故者もしくは成年後見人等とします。 

  （３）身元引請人の職務は、次の通りとします。 

    ① 利用契約が終了した後、事業所に残された利用者の所持品（遺留品）を利用者自身が 
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引き取れない場合のお受け取り及び当該引き渡しにかかる費用のご負担 

    ② 民法４５８条の２に定める連帯保証人 

  （４）前号②における連帯保証人は次の性質を有する者とします。 

    ① 連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとしま 

す。 

    ② 前号の連帯保証人の負担は、極度額 150万円を限度とします。 

    ③ 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡した時に、確定するも 

のとします。 

    ④ 連帯保証人の請求があった時には、事業所は連帯保証人に対し、遅滞なく利用料金等の支 

払い状況や滞納金の額、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければなりま 

せん。 

９．虐待防止の推進について 

   事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げるとお 

り必要な措置を講じます 

（１）虐待防止のための指針を整備しています。 

（２）虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の定期的な開催します。 

（３）従業者に対し虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。 

１０．身体拘束等の適正化 

   身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

  （１）身体拘束の適正化のための指針を整備しています。 

（２）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 

除き、身体的拘束等は行いません。 

（３）緊急やむを得えず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者 

の心身の状況及び緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（４）身体拘束の適正化を図るための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも 

に、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

  （５）身体拘束等の適正化を図るために、研修を定期的に実施します。 

１１．衛生管理等 

   事業所において感染症の発生、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じます。 

  （１）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  （２）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する 

とともに、その結果について従業者に周知徹底します。 

  （３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実 

施します。 

１２．業務継続計画について 

  （１）感染症や非常災害の発生した場合でも、利用者に対する介護サービスが継続的に 

提供できるよう業務継続に向けた計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な 

措置を講じます。 

  （２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 

定期的に実施します。 

  （３）業務継続計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い 

ます。 

１３．個人情報の保護 

   事業所及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者、家族又は代理人等に関する事項

を正当な理由なく漏洩しません。 

   ただし、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する情報を提 

供します。 

１４. 事故発生の防止及び発生時の対応 

   事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 
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  （１）事業所における事故発生の防止のための指針を整備しています。 

  （２）事故発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、 

その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備しています。 

  （３）事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修会を定期的に実施します。 

  （４）事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、県、市 

町村、入所者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  （５）事故の状況及び事故の際して採った処置について記録します。 

  （６）事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠 

償を速やかに行います。 

１５．苦情の受付について 

利用者等及びその他からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者 

の配置、事実関係調査の実施、改善措置、利用者等に対する説明、記録の整備、その他必要な措 

置を講じます。 

苦情受付窓口  介護課長  佐藤 弥生 

庶務課長  松村 勇 

     苦情解決責任者 園長    情野 由美 

受付時間    毎週月曜日～金曜日 ８：４５～１７：３０ 

苦情受付箱   玄関横にボックスを設置しております。 

電話番号    0238-28-1455   ファックス  0238-28-1458 

   苦情解決のための第三者委員 

氏名      堤  全隆    0238－28－4052 

             今成 幸裕    0238－23－0390 

             清野 利洋    090-9632-6938 

 

   その他の受付 

米沢市等の行政機関の他、山形県福祉サービス運営適正化委員会が受付けます。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

指定介護老人福祉施設    特別養護老人ホーム万 世 園 

 

      説明者氏名  生活相談員    

 

   私は、本書面に基づいて事業者から指定介護老人福祉施設についての重要事項の説明を受けまし

たので、同意いたします。 

 

 

    本人、家族及び代理人   住  所                       

      （代筆者） 

 

        氏     名                      （続柄    ）  

            

  ※尚、利用者が、心身の状況により署名できない場合は、代筆者が記名し代筆者名を 

署名する。 


